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Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

:lj 2日目i、JJJ
詳j]章総hfi

お 2fi~ プうン λl おける)焔ノJ ノブ ìyþ~~士理論

信 1bij パ F グ/、:J、問史
第ワ節 ノミソクス渋::;:j疋の帰結

沼 2 草 q;;::~I~'

主主「計一円本法への !J~ur;:

序

本稿の背最的問題意識

/;-H {/j H -1"-社会には、多様な刀〆j"i:，lH-5践が存壮L亡いる J 給制している

か行かにかかわらす、阿Fr+iして牛討を iこにでいるカノプルもいれば、同府は

l ているものの共(-~;y人を?旦て1，'る η ブル、引lliして'!'l~;にお 1 ，いの京】通

うというカ y プル、性的な関係はないものの愛情ゃi頼関係に上ッて支え合~

ているカソプル、子どもがいなし、めるいは子どもを欲しからな"カップル、|同

性|μ]十の力;'1)レなとtt々 である

このような社台のU、ι兄人二XJIぺ むノゥγl をfI 今 ì}2~~;:èト初:よ、

持駄u、Lか守主Lない， LかLながら、格制以、:二、

プルを七M(，でさゐものとはなっていないυ 松林|障で?の規定があるために、ルi_(J
朽問のカ y プルなどーでのたソブルが排除草i!といるとと L う予三 t 加ス、 [u1

1:本においては

心すべてのプ7") 

I /J '/ブ yレJとし、うニニーでのだ去で，Y)るカ、 1，ムf「f貞 Wj版， I岩波書出、 1099
年}によると、 1討 特:二、 fj):~えのふたりの繍み伝わせ 夫婦や烹人間t'，J

と玩l斗されていゐ |語、[、ひとまずヰ杭で iLl 芝育によ J て治 lr"~ノいた 2

人の人間によゐ対」のこしをf旨宮二 JJKL fv、 その ~---'T~ 色、 l 工、リj 夕、に限ら 9、

H什101よも向ιという在、必rLも判的利係がとよければ士己会 1.，_， 'l)ェ会いが、
愛情に J って結びついている二とを必安土 d ると t 、つ}，~;にあるに

2 日イ (Î)工品 tT、結担当 Lì:、男性はよ~~i;zJ.'J.ヘ女作は川ら:(以】にな{うなければする

ことが「きない a心王731条また、京"向;1何者のある長;正重ねて総司同;，?写る
こkができず (Ri)、ns条人近説苦悶(直系E族又は 1親守山の傍系llt&ιの湾人
F工程初版 I~J 、存主主 子河内フfJ'/ブ w も4与がすることができない L民法i3'1条， 735 

条・ 13G':;民;つ
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研市ノ

I l"i;.~t務:1"法7限条 J や夫婦|μjょにの川ノ;z (民王7~í的ミ J があとために、臨れナ持

I!iI、そ才l〆f'ii_仁仕事をもっカ yブルにとっとはH:'，'ミ紛手が悲いなと、法的効果

的点から;-~-cも、すべての刀ノプル 1~'直今的なものとはなっていなしJ にか、

依然レし亡、継続問カ"7ル問符をJIA，するなら法律4Vをすてきである炉か、

「どもをもつな 1;) 法律併をすべ主という f 会 ÎrH.念は j占(残 J てぷ:)、 ~Jn;;;;HJI 了

甘f~!ft;7j' 平日IJ {叉品川00条.::.j)~ヨ古前止むなと、 itiH慢もそれ舟;均μ 、いる"

¥'"否めない このにめ、 i)、1-f;~需:::_i;主う形で日jj'-l:ちにノL今コ7認係形成売し

ょうこしているカ y プルが問団の，r~併を担ら札なかったり、そのぶろな社会的

/1 ソン Jァーやふ都 iTがあるために白 γたちにはし苛Úl;'~ ごないと感乙つつ当5主

力〆ブ!，が法律的ふせよ存るや rなくなるといった事法がヰ 1:てお rド、 二れは

J、科格カノブルl一片'!ても非γ1、作婚カノブルにょっともィ、辛な状記であ;;:J(_し 1
〉ア

ん '0口

挙者が同駅lこじ7::''"，のは 貯のJ-'!な、日現代のカノプルの多様な実主主 '2) 

州問決。)鋭，Eiカップルをめぐる t主的保=てνJあり jJj 、λJ付J23白念 f込詑{政念・

沼市i't2，¥E議J、ゴ〉水族出c世の (lつの要素のミス-1'/チからλ! じている ω 召われる

険会な1:柑;七体である。だが、;j!段府守ニジ〉大会なlil什、;に:'，lli]から取り仇むの

は 羊巧の能力を必えといる ι そごと ひとまず本杭では 非1，lJU給カ y フル

の法的保誌についての従来の Ji玉川ヌゲl、η議論に);Jする附也窓識がらアブロー

-j--:r るこ!::c L工予'，'

2 汁本0)掛k見込 lム Hr~; して ιァ三 1 :f1J~()) 土ッブルにとってええ、十よい勝手が良

いとは 2， f'Lb~- I，，-，切れな L 川夫婦別立市id l民広'762，)長1.JQ)は、叶計司 のカ J

ブル(，'::'(:'つては六ぷ合な柿果を招来ずゐ場合がある日

法律婚 I ~Þ法中婚 とい λニニーでであるが、本院で;土、これをつ平の丈l民

においてのみ N~)T する なセならl手、ブフンスには、 lμ11よ楯J ア1-./-:.:.桝ー:ニノマ
応 jξjff念がない刀らであるに プランスご:土、 l比率対 (;n引 1::，只CCl下iJ)J 〆;--:

教婚 (:11，iriClgt n:i只;t:llX)J しいつ ζ 主はあゐが、「;五教格ーは「よ~-:jJ-.~再光"り

て行よi ことが禁iIさ i~_.cいゐためロラ〉ス刑法九tおヲl条 l、法子上i/)，必如

~!怠は、日本でいう l 法3手掛 j と I，J北と与えてよ l"" したがって、本仰で、ブ

ラシスのよ脈においし 「給地」といっ百些や十*nJ-jる際は、 Elでゾ 4う Iii、伴

尚j 会主]l宇1る。

「こ的ぷうな二戸殺の詳細lついては、苫椅京子<Ji:(-t'ß~ lJ句、を担える ;hJ、

律めププルの声ユ(古木古!丘、 1997iJ=) ヂ司法fギf;fjカ J つ";，¥の詞イトをヨヒ

亡詳しく分析し工いる。

l.:.19; ー ~.Û、 7:，6.3(8)三止命1



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

従来の議論とその問題点

F +.;~お;ト"'""法 j，よ i百力 J ブ .:v (j)μ、1ヲ保護に /_)1，，"-、は、 o'くから号C小日誌片

が認認もされh、，，¥fまJ(i)(}、8(;伝言芝山附記」して、笠声な研究が苔設され亡きた、

その叫呆が平総rr;!請によωブヨ縁深うをbであり、ぞれが判例h ょうで二五市され、

す法による r当亡も部庁前 Vこなされた結果、 .T~!.'(i では、相おi れ嫡出穀 fWI係に

悶づるは、 I'I~J効果少将ミ、法律括的主婦とほ(まH似のは、 n':Jf~~，定語、当られている，

これに対し、 Jド汁，w，再ブ7 ブルのJ、主j保識の再考 ~í~ +1民Tふ学況が登場Lて

2 

6明治、i_(;?tJ)京市悦チ珪111と1ゐ括綱球主し fヰベ 0)lnJさ:が卦l足、?と定推定率督

性A克人(j他家;入るこ〉ができなv什 i ぶ)婚相凶が:(+1:せないトいうよい泊、

場づJf:判長芋に屑{l\のど、 ，~，::il:/j i"~:~，刊されていなかったとしミろ'1'泊、，J~けは

と， ，う l弘当がめり、)出"トi をし郎、ご事d夫!夫婦とし1;曲、ごし、家J共にイけ)~い

などの場jT:?ュ-i;i1;長さ 1，る女件が多かったとい λ亨育学かっ 世主手掛b J ごし斗

いカソブ/レの法的11~~tt CI)必宮711か +S.fi弐すし i._( 内勺託球ま(保k平:'~f技toの〕匪 f吏史ι的経+料Jユiυlに二ついて

hは丈、 /太¥::::1阿}円干r穴t号労う ヤ明 f代t の卜山人~禄同7窓豆 (νlドf

?常守河、|ド..:1刊号符Juり);:法去l川形l日3成 内五料主JIムJよ、l川|いl号佼芝まがff_=i忠;P7虫野y英 編 了九戸以4心;法主H掛司の白{f:.l..怜4 
斐悶、 19日己主} δ~1針。

I--r勺j手」と(土、 収;ーは、鈴姻ぜ忠と K!t:市共jllJl↓治0)尖{本のある関係争いう

介3れて， 'る U:町えiよ、 ヨ l記子~";:)~技法 当ù2 阪 1 十吋十、 2r川5イr~ 1;1S}'~) 

i) ;t:t: 11 '1 ~土していなくても、辺、lf拾の J:%}ct- 同様の7:休を耐IIえ山フ'J. >フ"J〆{社会
B~;事実こしての天民共トij!I-_i:t~t:;を i 内#1 とし、法律婚に;-r; じ ι 法的保証主を

つえると~..'ものい

-tlJ引により、凶作品?の法的効央ポある、 jlli!日協)Jj!J的義務、三{崎支誌、掛IzW

捷mJj記友務、日常家事青務の主ι主主イ千、へ~'!"I;イ缶、同の pj 左の共右推定が、レヘj

綜の当ラ;守lこそJ及(":うる 内投の j主円仁，:城県;二不法f1';誌を構成よるとされ、

担古際償市求か認めらオしるυ:J'.lr.ぷ心 )jミgす省内事故死のj話会には、日ib当事
村元ら相手方への損害的世話、ぷが認められる 王た、要f~~0産件の出 v ヘ 1)当

事長死 l' の場合7)イ!lUJ 当事jぎのけf 格について以、死 l' 当事~:))相流人が栴絞

L /:" 1-高五惟の後ifを認め/:.(j、性刊l濫弔であ品介 L/:" ì) 、宍七れま~iJ症の均台の

合 E のju:~どなどにぶつ℃、守'1'~1;主力、ごとされている l

法(芋|、 |切絞の保護が明日三さ~~ている半現としては、 相品杭主人メん、7存存イ心Jしのyつ〉:湯品f行¥σの〕

{泊:丸i永惟バ

続E肘3産σの)";勾f、ヲ í，l，以丸\;:;μi‘~9何58条ぴ的) 3 、l区手!k<刊lノふ71坑引F険j免をの透絞イ九iた σの)，二主2~キ給f1令j台、 (I♀手'1ノ九i合J法1去ヘ
日宋"反頁;人、 r箆是康保阪険Eの手科♀f僅量給AヘJ(縫庶?保呆険2υ/ぶ、 i条;_:;広立去〉、 労問者子、苦情奇't~呆除

ぴJJ貴校鴻!tJ:手当の受給権(ヴJ段 Ji 災清補，:çtf~;ß品 i去 16条のつ、 1 Jft'、去'M住'{;

U) }...J活資情{公，-¥休止11、iY1ミ)が苧げりれるぐ
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研市ノ

久しti 2 "1_]; $，には、非法予期許可ソブル的状"".C!)変化刀、ある oi/.来は、やむをえ

なυ令市lりのために婚相刊を日すことが、さない非μ、俸給カソブレが多数で

あつにか、 Jiぷ1"4)ヲドムiti;再7iソブιルのさ手く l土、夫婦同氏かl出世!されるこ ιレ¥(/) 

j入売なしトら忌ヨl力に ;J1~何回を i;\ さない刀ヅブ";〆 (~:J， ~では、これを仮に c ，盟

事、的非i去i宇桝力ッ/)> とW;'-"'~ ~: "C' i_わると与えられたのでめる このだ封、理解

を前徒と:て、選1; ，~I't':)~~法律婚ヴツヴ)~ (，~:土準垢珂論によ命保護が泣(まないと

3ーも見解が十，:1<され/" そのJ口飢1:L-C は、区択Lι的卜内~.J非ド印1幻j

}にこはあた乙ないこと壬をA苧苧-けげ「ゐ (つまリ λ材H紋止 とさ九る車乾2出を出以ミ定すベさとす
る守守〆場晶ザ"と、山手E絡の:~~~量を乏 l ヤな ν 、とし汁選択均 ;Fil~ 1:王桝刀ノノ。 1レグ〕意烈

会理171に、ご平l[H;!論による深夜チ与xゐのはかえって迫斗でないとする山坊が

あゐはいミ、どちムの ，'TJ誌も、法択が， J刷、tf 給カソブんを宅全~，'-{とf干の

札:こ膏くわけではなく、 段j主(↓jj厄法1 の出規定により、混Jj(的ゴ|法律!I{)'カノ

プルにも法::0jjJ 1Ie， ~: i ，1') するリ ï~F ，:，*1コを認めるものが争いこまた、(

いう慨念じ体のノiH的有nJ'::'1:. lS'れ乙し、さ;，kj::i']:;}台必ブ1] -fル(/)叫体;':f'fl，;'4三位γ

s:: L て、 ~~j3iJ0つい保議をヲえるこ 2 をま-{:III:j"1 ~~学二二もあ _6 1 -1 " :jかL、この υ

;:;，?y(正、 概念をえV主4ゐことにJJ点があり、法律婚との沢さかlコ法的f思

議の多f号本決めとしくというす崎[よ却下持するよ')-c品る

他 Uで、 i主 j-~的司法徐立~，ア'J 'J プ 1しを牟~;~忠誠， -上 :-'1仙15主することか認める;/

場もある}この立J誌はさらに、それそれ祝ロの違う日つの見切に元、:j-(二れ 0，

y 

"前沖!í~ "参照

明 報ん「内縁の民l円俣一三〆その限界.1Illiflι男 民久I:ft:~~;高官民法、門円ノ己

山体書:i}新社、 1979"+'.)63目、武二比iF'コ 11:)>]1'主婚のCeAkとぷ題 、法子手丈f仁社、

1991年予見、太ffiut同可討に(/)内線問問 ij-、設の研究 寸桁f')J: 有安閑 199ii

4-) 91 ['、
久貢 /11，;会~4:司tザパ.! (~: I不許;品什、 1')刷用) 1日)頁、水野紀了 r'j:f主橋のが、

的軍;主，1:川松崎か続「水族法改.--..0)課J4』(t1本初p，i:-[l;版、 199:)τi69良I

L斗;こポwf-rt:校 l士、地i 言 **W~J 自社0')問題性を強 l出j寸るハ

， JU:Zid;:こより、この可i，~I'年合児休 (1(; に院宗するむのとしご、伊藤':ドイ

ソ;，-;(3ける婚炉タ1.1治共H体」法ヂ':)7るに出(1993-11-'-:556.80 
I t十本保;主 r;ti芋 f人工ドl'J、1，!: 13-;毛主主i、10去り年) 1.~7'-15.s頁、鈴本イミl点 fi主

張法弟義』(?刊文社、 1:)88-+)88良、在地てゲ永技法概論(カj-mi.補訂版)， (;全

作文イマ:、:200!)年 ~19上司っ

ー ~.Û、 7:6.36 r; )'!9(l~
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Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

性法による保諜では秘めて炊くなるとし守、定択的 lt，主i平精力ッ f

J>にあハ、も準給月五告に上る係主をな Lうるとするぢえ77vある1;， 第の見

は:、tf:， 

併は、ライソスグイルの自己U~定権の f:?-~;:草 ζv う内点から、 a-~:t婚ルゼヂ;φパー

ト 1-- rMι を JIA"する少いうライフスタイルの~択を?旦↑果ずる/-泊、 i主計、l 旬非

法中餅刀ヴ fルの準然現斗お!こJる法的究主主を自だする l(C CJ、こは、 l選択的非

法律婚刀ツブ}~ J J)ピ巴をさιにi，'(継に考察することにJ::I.}、準括持論による

似龍三〉否定しない見呼である"選択げj非日、律桔カ yワル」が婚相屈なH-'iさ

ない江!~可の多くは、そfL!.三よって女刊伺:J'"弔右?こ嫁役wuゃJよ'f笠対かシ.1::liliされる

ことを;1':;:けるためずあると尽われる 1討が、民法 (a律婚立、郎j主主といりた

ものが氏 (I~;義設と仁 C0ftiíl;i]していゐわけ℃はな v ミ|ぺ当事省も法律<<i'rによる ;'.:t

ü~"Jt務。効果を rべてト1;笠 tるよ!s:rではない J し fがっ人選択YJ.Jれ';if:持カノ

7")レ t~i;ふらと tλ つ "c----~律(二法律婚の規疋ク)み同を台デC1べき"C'は心:く、 件婚:::ill

ud:こぶる f1~~_j与も叫す日でめるとするのである

.[;)，-t.O)議論 l土、ト芸 ~:ì'(f'f':;~I:?:t{干t紛カノプjレだけを、ある搾 l 呉質」なものとし

てぶれ山 Lとうえでその県警の是非を紋討詐るものヴある工うに区われる ie 

法戸必カップルグ〉了T{:::正法伊婚のあり jJ fド制品川と表哀 体であるにもかか

わらにィモ来の議論~.:::: ¥.よiLW婚やμ、律婚奇テ fνをほ対1する件il，lがあまり見ら

〕込久雄 え]紋WJ叫に守、入 i明山示lずこ編 q-gf1~~{技法ク)諜刊l と展当(九日武

7-;.~市Jt5~L;ム~))J (有斐阪、 1982存 :1 121員， 1→剖1A~L_ (有斐閣， 19~i l'-'f;' 11'4 

--lir:.!':U土、時IMJのが二五こ字により乃くすたfつな関係JIうl，kを吉凶ノミ結合こ;詰めCうれ

ゐ場什に準捨J.'l'耐に土る似殺を認持ちる 布、野沢j疋稚「与実婚のけ、j'J規格

ジユ 1)lCS~j-0- (J 日)ス年)討7頁 l土、 .i~i去伴拾ヵ フルか勺発生す令法的粉争が、

↑It Sリグ〕稔刑法松<;;~の刻事せ λ 亡する~~J:lQ.状i7:との割以t: を恨拠;ニ、 1手始理メ叫に

よるノ思議を認めふ、

。{川下総より限式])~-kl:lbj，::少ないため、法律婚をせゲにノ、ーヘナ一院託幸司

イこ γ が匝緋になるFいうこ があれば、そ i;.，;;t j:~l人のラ「フスタイルの選択

が綬古されているエ考えるのである ー古河、 l' 事支婚の現代的~W:jliL~ (Hノヘ

討論折、 1990'1"')， luj ~ ~実併を 4- える"ヨ本詐:"hl:ìJ社、 1991 杯) 1Ei長以 λ寺子レ

ゥ J、H~'k志「京;jkit、 第三日;N蒲ιl:UJI (有斐問、 2(叫年 241.--242問、内問責

ら引1、V 刻版 a相続(揃言n呪}-~ ¥京民た千二出IJ1司会、 2001ノ:) 1 パメ ~i ，'1[í 問。

“吉積 日iHD8注 Lγk上才しl王、現代のjTiJ、半橋カノプ;しの精娘凶を fHさ

ないヨ「可は多様であり、 慨にこのように言えるかには離しい刊起があると t' 

う/iは r庁;n:J して五，~ tこいつ

二日誌57(円以)J)2Dコユ :e2J 
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れな1、~ご古依t扶と L

告詰淳j主1始午ラデデ 1ν川11休が/刀J ノプルし〉多禄Jじに上っ仁 川動[ヒし、結姻il、の泥沼もネLfl0)

恋1ti. J〆 -c'1じてきた判長ヨを抱えているのであるから、 Jじd、1iでを言刀/つ Jレを

法保対でデルに逗摂 J 上う i'-，之〉ぞり方にもはや限界があ心的?はな、、だん 7

か〕 このことをHげJtとすると、グ非ド{涼去律婚右ソ fλル〆lのC):;ノ主，Z恥i

る了喝品f合「、 可}~:i':~-:Ý 活 I:Jすることがもっと沼以 1'1(; にな 2 i1，ごいいのじはないだろ

うか。なザま f梧桐r日が参肥されてLまい、 校v、¥，:::.，;.:: f，ム保二Sの具体的方v、が
もっと活?計二議論されないだろうか"特!こ、認約による ~h去律必プブ 1レ門

間作、形成は、当字者によ")"('フ三践ヲミれ始d;ており山、半f品堤前によるf抗告をォ、

定z 之J のとあれば宜iムであると考えられるにもかかわらず、学ロI:~においてそれ

ほど具体山には険討され Cl"、な1.，， :1 点は大きな I-gH~Eではない f ろっかL

このよ与な ~-S~-，'1:色、設から、イミ砲で ~i午 {{úJ:I;J.誌に」ゐ司 l王律婚カップル{む之の

う壬J:i':':f:こ、 般i'R~{;ì による非口、律婚カップ J川以下寄り共体l'JZ.r方法的 4金引を試みた

¥"η 

3 7ランス法の参照

つ例えは、羽軒、般事iのRfvつ説予言 tjé/lt~jlj止を主的山かで;かは、当該カノプルの

法伊必弓フルとク)コfj さかり宇'J 出f されてしまう{云l コ~iJ;'あるが、それは不法行為の

技法辺かム l よヤトオ!~ /jのtはなしだろうか乙):1;t十L玄出グ)不汗 1だけに捉われず、
当事当記の関係 1.考慮Lてその り的彼*の違法汁存解釈することは可Fちで

あっ手はずであると L寸 11~j 題 12 誠治ら長 七、.('IJ平成le午 月間口を険討L.t.も

のと Lご、可111元;-1.I選択円男ちと関係般柴のtK青出、ift'i寅任lこ関すφ 7t奈 平
成 i六年最lUをl0Z総と ν に 1 jl法υ6必 i号ロomj千ド ヨ11t:r.-， 
2() :-~.} ':'宇カソプ 7レジ〉契約による珂係況f主主了兄休 Ü~7 に片言J lJ tいるものとし亡、

I :'_~ L:J i号 (20031.;二):3Gnいまと、杉浦郁チはか編背戸パ トナ ン Yワ e

.'-}-; l:lr，γ 者'1:立， (訊l卦凶版、 2¥107-ff-) l:lrJ頁に;土、たif祉舎によふ司係形成が桁介

されといと

2 公〈検討されていな t寸コけではなし、。 宮マ同約書H UG) ~*ぞ婚を主え
る 2!)(\-~ミにおい L史的の組 ~J.が陪刀、されこしミゐほか、 J♂;J • r;; 1'~~;:;:n土 (1í) 223 

_t:iHトが!日々 の夫i三)，法を検対している。また 坦H寸政行 lアメ jカ(，，?おける

言こみ荷うこf;，~ C_~; ~7:; J 青山û、予詩史~;~巻日 4合叶口¥1~)D4午; .1 U1頁‘

36零 1号 (19S4:C.):::SP-:立、カヴブル!歩l'ふの契約にぶる規f宇の刀法、さ引解明、、
メ>1ットと日記開をγメリカク〉議論をヨミ材iこに亡11可りかにじている

ー ~.Û、 7' C; .3(4)2902
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:れらの検討にあたり、フフンスにおける、村，!"聖子守唄約に勾する1999干11

月日円のl':1伴第944号 山下、ハ '7 ス法と呼"';~)のつl定;よ、興味深"素何

であるといそる。

JしJ クスjJtトh土、)':;ノI クス (P A. CS~ le pacte ciyil d 守主I)~icl a ri元の略 1. .， 

守新しい J;::k持力ッ /)>1~て議制J.Jîを ;[!IJ i~~~9-' るものであるいパ クス法に JってH

d、内にIJr止られた ι義足どによればパ J 今スと l土、「異 '1またはInJ叶の、 b)(:

乍，'，_J主し丈一 1 への自?!~人;，: J /!，.)、共同川一日会送品行の (l~ì~)、興汚:J lS l$'i 

のここを v、うーゴ|応7}:'1プJレlHJで，、ックスと ρ う l契約 1を給ifとす心ことを認

めるここによコて保識をするという，:，'T、10;'1午刀〆ノ。ルもハ.'7'スヰ締結するこ

と治、亡きるとL込斗}ム?で、 ドヰ叶::(止な>"，者I~:'1 t:~，あ!)、 卜込した課えさにiVi}紀む

にあ戸 川どの絶対の研~h.; :tH主であるへさらに、パノケス l土、 じ欧諸問、 ドイ

ソ、イギリスといったヨー巴ノパの多〈門司が干ιcjjcているH:'Iカ>''fル:二目4
7じした制l支コと':;y，~なり、外性じ )η ソプ h にも j引かれてしるという山 iこ得猷が

乙~王室;1: 1主 υ') I守、;yll立、 10i[¥-'99日44dLl l:-j 110¥"('1':山口 1999九土llVC;lU日、u

clvil de川 1山 iJ↑e むある L，'pac:p CLvil dt叩 lida了↑rの両日引止、民主j百七十手協約、

注干寺川事交的なとがあるが、木 1日明:ょ、 :i~ 約介副(. ，:，れる ('()llLrれではなく

pacte ，，'いう討手が伎われ-(1.' ;:J こ k をl.:n対 J 、 ~R-if-.;Ío惜協千JJ !'. :j丈ヲハ

コj パ，々スは、多くの邦川口丈E¥で利子「されている- l~~1 :h-~ よ l プランスの事1

家族制民民主連帯協約 (PACSノについて j沖 r:iL"/'2l~- (1999-1f) 120民、

IUIII史 FAじs-HY愛の机民的不i誌か?J判I$):IJ.、学評論34-!;} ~2印川年 165

買、同 'Pへcs その実政と出j垣」神奈川大学許可i38号 (;2001午 1'13頁、力
)lむ子「プランメドおける叉ナI斗市協制法J)):r足立をめくノて; J~~xiiて雑誌:;:.;者

i号 ¥2000庁ノ 127只、松11111:お p人し5ilコし 2 に 連帯1二基づく民事契約

11.降WH-11:;1;，1治~8 在日-，10 ;:;-(2UU~;年)、フノプ ジーc 7.、タゾソ著 (~;li;.J 出〉J、.

木 111敦~0;)内械や μ 法 fヒτ るべきかーフラ/スの P，\CS 泣についーご」シユ)

117~ 培ふ下川午)似頁、体工荷役「パ トナ 関係v、の展開 フランスのよ生命R
'1"主~*jiJ守τ己主「るもの 法::--;j"{I[号百号 (2lii1?{;:j 33良、ロヲ/ス・ド・ベルサ

L tf¥杏E正式美 f副{)汁、ッケス 新ししりX トブ~. ~ソブの形:縁組:而服、

2004年人i<tj段志 fパケスrコ救iJ;-'，ランスぴ:1ロドキ Jちyゾル保護 _，L?tーをめぐっ

てJ b'村ト彦・た村敦J止i弔『切手支f之}もの1 (取点た与と:山}民会、 2()()S-~:--) ::>~ 1 

民、

::-] ロソパ諸国的Htドカ ブ1レ忠広川更について、筏足長 l主「日 ロ yパ
における向性カノブ J〆心叫、:fJ1，抗議 l 京"1':"院大宇副朱出号 (200年 1H， 

二日誌57(円以)3)2Dコi :e41 
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fわるハつまり、パァケス{土. 1μl性刀、ノプjしはの嗣度なのではな丸、非精力ッフ

ルのとめグJ 市 I:I_~~"( あ ;1 、本杭の研究iiq~~告に述合(1';な研究対象といえる

また、パソクスitば {2来から判例;よ Jて 7Eの法的以設がラえられとき

だ#治カノプルであω コンキ?ミ J ノ ((:uncllbinage、内海〉訳される

ことが-y¥"，~，') :内定品川万二を見法典に加えるということも引った u"法共;/~

円 15--8条ノクス i1~:二、ハ yクスとし〉うj到しいiiJlJY主イト号lJ12しただけでなく、

コンギ工ビ r ジ L がKiJ、典!で定試すω こ I::~t ，:亡、 jロ婚カノブルのv、 G'J

f~;]I 土木に~~響を与えたものくいえる Lたがって、パ J クス法治判定された

とし 3うことが非品主力ッノ勺i全J判ことっ亡とのようと主意誌をもつのが、娩氾1手、 l子

とどう関係すふのかというここも、 アウンスならではの引~.Il.i:深い刀となる η

J:l1の判色を子育まえ、フランスにおける非精力ッイルの口、的保誌を想問する

ことによって、前込〕たH本にお i斗る"1法律俗プJツ Yノレι〕法的保ぷに|望る諮

問顎へじ).J、疫を件ることが本稿c)~:j [j<J -(:，あるc

そ--.了、ます¥プランスiおける主吐J'j;'Jプルl土、どの Eう¥.-i~tJl，] (，，-Þ~;Q さ

れているかを約介?る f第 l 早んそれを踏まえ允 1 守、な LJJそのよ'.な保f~

がされるようになった山刀¥そこには4必カ プJレに討し工とじ〉ふうな主え)j
カめるのかを牧討す。(第2童、

第 1章 フランスにおける非婚カップル保護技術

ブツンスにおい亡{ぷl'j;;に深議討しるゴド格 f]"j "，f)l乙 ιて:よ e パ yクスをf;，-;i桁
Lて-，，{;:.カップル ~ 1. R1J)、投 ~Fコ〆 J， :1.ピナーンユと認められる一定(7)Jf;; 

「九で生活し，;:-tr"山フ'J->プル L第ヌrn)の円つが?告げわれる |コJじ非総力 y プル
であっても、それぞ吋いつ法的保護の技桁は大三く棺注Lて..るた均、1:1'.:こ児て

c.くこととする口

第 1節 パγヲス

2 λ、市で l止、日本いおじる「内縁」時-，~:，; ~::J:7j]11 して、

綜 j 肌念を取り上げたいと考えるため、 ('oncubinageを

U)まま「コシキュピうージ工 Jと去E己ーすることとする c

ブラシスにおけゐ ':;J

とは什すヘモ

ー ~.Û、 7:， 6.3(2)2;;引〕
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ベッケスとは、 1--_~;~'J1:または 1"1性の、成年三!に怯 L た主人(})白快人による、

三 I~ilと l\ ，~i ふ送 ðnÚ)長*!j ， (民法院第五1~-) --1条)(.')こ乙メト ν う この定義だけや

読町i工、パソクス;立、共同/1i'l;を送 1)l，:_し"c与えといる成人同十であれば、 t

Pえi主総計 ("dうJ ども、兄弟問ごあコぐも、友人|百]上であっごも、誌もが杭品

川能であるよろに思われる。しか〆、足法典γ}SLi-2条は、パソクスを締結す

るためには、~!J: ';;_~η j，~LL'C ないことマ、当事Jその -j] また Jニ双 hがす cl二紙脳

L 'CいないこJて、下、42いはすーでにパソクスジ析結Lていないこ hが之要である

と規定しといる n 通以内契約くは注〔て 1 パヴクスを稀結できる当事百はI8L定

tql、し、るとし、う F と;こ金石 U

者it似の15同年llJ]つ H(lバムÚ~:"(去、この規定安!卜ど化するえめに、 XIIミ純

情只lに 1条にい 1 共同斗 ;}~J は、共同の百冊 ('-'*_1'1了!する 1 い行二止に加えて、

「カノ Yルとし ての生活 lを前認とし てL，ると判W，iiしたカゾプノレこ Lての

とドilてJ こl玉、当事完ちての沖:fJ口1係のFノ'1今定休したらのである J パックスを布

長ljする当事省INJ': ~y: 的関Grが有平?ーするとや前払止とするために、 インセストタ

マ やモノノjミ 2いコ土橋立国税1;を)-¥ -jクスにも及ぼ「こiがiF:j化される

という引でめる 4心書法問ク)判断を昨まえると、友人]riJ一片的2へはパ J クス

のまcH，1外といつごとにな 1) 、パノケスとは、性(1':問!~ミや前提とした、 ll.方が成

イi'-:--;エじと?でと上カップルま λは:1;[性カシブレ1~11の共 IriJl'.i丹を送るF守的契約てあ

るとし、ハこ〉になゐ ~U

~òG ノラ〆 λ 出土、 18政 Jj、仁が出八とある、民;り;i 長年4お条第 1 芽c

イ旦プ干、~:;"-:~ .守 !，X;問、iE，五割問主問、;)~!等トヘjの傍系 lilf 族苅でないここをいう(民

法典第i'iL，)-~~条L ニ i ~ (土、近殺を7WI::いする婚熱障再{民法負第161条n
と[:，} • "C ，y) ，るー

山仁(111ち co;叶， 0引れ刊叶)，P1999， llo99-4~9 DC ; ]0， .1.6 nu、en;bnよか-lll :::. iしを

総力1る邦U::I文試と)て、斉桜美美てf-: t:.ù桐外カソプノレ υ 法化、/)合意作ーュ~帯

よ己主y}1!:; (r~1仁川川、半Ilì'J~J -ζ村み仁 7柄 lアラ/スの:';;:(~j ~ +u ，;yむ日 j山行、 2(1(な
午j98~-， 

叩写実|ちくには、当'li者mJに性的:;~ i-，í;~カなか J た J持 f?でも、 i土1 主'li者がその三と

を1;，;;)， 1..-、バソクス〆{(f~?ïキ]l 手るといつことは可能 f あるコだが、その後、第二戸

あみいは当事省の んが性的司%の不(:了下委理rl11一当該パブクス(7)-j配効;，?子張

L た持台、そのパ J ク λ はいペゴ:ì})-つれむのベろうかハこの工うな問題(T;~1fLさ

を f口 j~ をす，;S ;j (/)と Lて、I¥-1arieLalT.arche er le:"nじhr目topheSιnt-P;:"u. Les 

dkls J)('1川 H 日目 Jc:anlLLl以 rCl .:('~;ll-:.Jl1;[~、 ir 山 ;υ11 (dir.! _ Diffhv/;cw!-iοιομ 

~1~61 hりy
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:. J") ; ろ;二、パソケス，7):，-i::J正1:!:ァを 4~ってみてち、ノY ソケス詰A

りながらも 般{:(Jな契約とは追う 1 訓 J~~J 的な測間やもてンていることが珂併

できる" そこで、ま「、 般的な契約とは)立与パ rクスの「制民 的'Hltr.j;' 

トのよろにカ yブルを俣市;しているかを考事:__( 1 ì 、次に、ハンクスを~，Þif'!j_~ 

とすることによ J てhっブ?しをどの4ろに伝説Lているかについて検言;1る

であ

制度約保護

パソクス締結者にほ、パァクス iJ、によ-::)l !こ的レフれた氏位、二労骨biJ、ト 私l

法人司会保司法卜の劾県が 牛となっ ~c-'l-，J与されるむこの山で川ノケスは、

般的な .r，~約レは j主っ，c七日夜)住民をもっ丈 つの l 帝III'~_J であるいいえ{)，)制

度と L ての f ノケスの特tlï と L ては、 r 、ックスの公司ミ(云主主簿ヘクì.~H者j のた

めの剥(主的方式がぷ;十九れ 1 いるといっここ(1"、 -::::;;j~ にぷリ亡対抗三宇t訟や、

相会保附及び税，'，'11荷-:-c;の主主j]が吃生するとドつこと分が挙げられる J

R
h
 

パッヲスの公示

パァケス;正。パ y クス i1:によってその~;:(~';'Î刀、認め片れてしる:Je姶ウノプノL-t笥

て契約が締結されればそれがノミソクス 2なるわけてはなく ノ-.;.，クス法所疋の

C引勺附

iザlj疋!cct ，h ね川7ηZ(α ιω守ρ L.C心~.D..:.. 2()()5， ひ372 

札 j ここワいう「帯:J，I;;~ -，と 1.1宅約」の駅~';を日んらかにしてお f 必要があろ 70 「3T

!，J Jも、 'W.(T】法1'7枠組みがワぇιtL、法，'，内規定に日す。という HHCl土、
ピ?ノらゐこどえりれるc だが、志J日で;立、 111; . (つ目的のために子め泣けつれた法

的服部のうし全な総体え 1--ltl]J宝」と村び、 ;'~Nつ設けら jl た{ぶ(j;jti' 紋みがある h の

の、伺人的口I↑1な阜、吉、に tって片体的規主民主人乙が石-;Iitなものを 契約 とドん

でひ γ まず17liJするこ f:;':'-9 /!，.) 

パノツスとい入保，;[-L~: f'j の枕 it4jJU紹介され ι いる人献ム~，"C、 JeanLOLlp 

Vi¥'icr. Le tlide円円1i!e川Iνlぺ九i{5，U幻官M川川11(υn!!，{lt， L'日a~Cl乱unn ， ~江的 1 ; Hc1e:l'.i' 

Cba:，tclollP (''C Ccorgcs Faurt しoncuhtFCμnF/lι5， Liな、 ~l川 1 : Caいoli:，c!\':(~cary 

ιL F:drょLcro，¥'-Fcrgl'cL，LんF'./]C:-;，PUF， 2001 ; ]c，lJ¥-F'ranco:s Pillcb()ll~" Lc P/1CS 

伽1ctectvil dζ 尺'iltdαrite.~に←.. Liti:'c. SlX)~ : Carolini:' f'r ιl1lht-sehrlwr， 1.e PACS 

ρt ic conct!bin弘♂じ Granche!，;~:.:04 : S:c今、ieDibos-Lacrcux. P/1C.S lc gt!idc? tmti 

i{ue，刷?刊行 1河川川町 内 Jti11l'1i1
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Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

「すえを絵たうんで、 三斗~~該主力/ ノf、]川レ川|

め Lし、 ì\ ツクスと ~C ポ杭"認:忍忍 ~qわ1 る このような古公ご F引Jが、干i絞完オが勺t;，"去む仁εFある i ，I ， I， ;'~nét出

土顎メnしているこ""えるが、その具イ4け0hit:二橋炉':Wなっている
パッヴスの形成

什山ーに'"
R下山 J刊

パァクスそiよ;Hするピめには、両当事JTがそろって、彼らが大111ョ午二百を j主る

信再'1~.(管i晴 Tゐ小者五E半1I所の害百己~~~に州市]き、た同市百合1Tうこだが ι 要であ

るとされている(民}王町第51~-3条第 I J豆ノーつまり、午なる古灼の杭/1'1だけで

は済ま 2:1しないのであ，) 方のみによるパ，クス奇簿子統や、 ft班人による

ノ行クス笠7喜子絞は不可能て会ある

共同巾述l加えと巳両当事者(土、

lノ

フへの需の合意(~と苫祉書こあるいは{[，省主

tとによるもの〕を当記'tf:こ不 9'l<:tがあ匂 l民法的認l第5:5-:3条第つ Jft)，古記

宵i立、 子山市;本を J，ックス専用のそす録?和二世伎し ~Ji ;j、子統 ~:ri う (J三i1、典#!i

第引53条第 :0:旬、この立主jtv工ッマハソクス仁l'在定H1Jが付与され、当事主

問でパりクスの効果が発λ|→ずるが、第一苦l対抗Lぺるよう;なるのは、公示

「続治、川 fした1:カ}らである \上点王山~;;r~5 1.::-2， -1 条 H~ 2 ;'ft; 0 

パノケスの占延u土、での11
'
述が、 fEIJ当'21--?'['の身冗の?<，TI、とともに件当ポ軒

。)山 I[ 祈査の情外::l記載されることによって )J月らかになる{対決~I! 品;)Lj -;j -1 

3と)"当官ずが外国生まれの場合は、パ;))、書課;千ij;)Î-8-~じ認のな'"'沼 i 記載さ

れる，:6:上)

と二ろで fPJ悩のぬ?をは、婚姻ぴj手続十乏inJける機関}よ JI{ Iμd の ;~~'lげを管

車~ヲる小詐ょL判所昔1-12.棋ではな丸、 )jの叶所がある布~J村役場である

も、そこで1J わ j しぬのは iドなる 1\1司 :1;)主で ~Jな〈、数人円以への立37JV 、が巴安

しか

ゴ~ ~~~:t -c-~:i{ f;~ しむパッケスのffjJおよび公示子託Jよ、相続と :l!~， f宮諜号ヰ改 I上

宇む~()何年[) ，Yl:il:のii、ft:(i{j ]ni i:" 2(判的 72Kdu ]ミ jllill2f)(J(-)川 rl日 Iy( f()nh 
d七ss，口essionset des liberali世s) によって改止されたfえのものであゐ。 i:I規

定では、 ii .;J寺者仰のイ-ì ff: C)同志子 ii~長者 l二返農されるなどの jji去が1*e"れてい
とほか、出生証言力欄外¥(1)記載がされなかたとめ、公明機能が宗十分 tあっ

たげこのため、公岩f書あるいは私古~íF苔:によって{;'意同与制静言寸る h、
パ y今スの与をの公示:之、 fp'/t戸百円間外J¥tJ;記載lぶって右 tことが提案さ

hl:ミじっ -c&-)〆oUe己nhC~Fles LelT.ouL:，:'id et LJanムぞIVigneau. :¥:[2.rt::;:ケ
じOllC1;bin山 Paclcc;¥，;! t!c示。!ic!;cri:'l:，0， :2 00~)_ ;lan.. p.8b-81G)ハ

)，只1円
/、)y
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研光ノ 1 

であるといった 定の形式を必要とする「挙式」であり、それは身分吏によっ

て執りれわれる(民法典第九条 75条・ 16;:)条1，また、その挙式に先立つて、

挙式が行われる骨の掲示を少なくとも 10日間なすことが必要とされている(民

法夙第6::1条・ 64条・ 16E条1，この公古のFlI巾は、当該カァブルに婚姻障害事111

があることを知っている者など、当該婚桐0)異議申"てをなしうる者にその機

会をワえることにある{その他、婚姻の場合は、山生L正予当の抄:1(、医師の証明

舎を提WrLなければならないとさtしているなど、婚姻とパ yクスとでは、その

形成において手続的に人きな速いがあるわ

修王子統

パックス形成の|疑に不した合思の内存は、その後変史することができる(民

法典新第515-3条第4J]il 変更した合意についても、そのな録と公示干統は⑦

の場合と10J様である(民法典0JioI5-3-1条)c 

(2) パックスの終了

ハックスの形成に22j与がピ、-'&であることから、ハックスの終fについても、

それを対むしするためには一定の手続が必要である。パックス終了l車問によって

終J'T続はそれぞれ異なっている。
くDIr1rj当事者の合立による終了手続
当事長l:(}JO)意思によってパックスの終fを台意した場丹、両当事1il-~，土、パッ

クス終了の片岡巾述の吉岡を刊成・署名し、当夜パジクスを登録した小審裁判

所書記諜へそれをもt山あるいは送付することによって、パックスを終fさせる

ことがεきる IR;il、典新第515-7条第4Jll) c パ yクスの形成の場合と違って、

書面の送付で済ませることができる点が大きな特徴である。終fについての共

同J1[1 iAを受け取引た古記'Liは、当校裁判111古記認の登録荷にその旨を登簿よる

ほか、公示 r杭を行う(民法典新{X~515-7条第 6 Jlt)。パックスの終fは、当事

者問においては再記認の登録簿へのIT:0専の円から効呆が充生し(民法典新第

515-7条泌 7JJ刻、公示 f統が完fした口から泌三者に対抗しうる(民法典新

515-7条第8項)口

なお、婚桐を解消する場介も、夫婦の什意によるものが認められている(民

法負第2川条以下)。しかし、その場合、主婦が共同J-('f:審裁判lifiにtf婚を請求

し、大審裁判所によって離婚が認められなければならなし、。大審裁判所によっ

て附絡が之、められた場合、その確疋判決の土丈が、J:ic活それそれの婚姻~iE肯お

よび出牛訓書の欄外に記載される。書面の提州だけC'j'汗むパソクスとは達って、

[129J 北法;)7¥6・:;;)8)28閃



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

輪以O)J品介;主、哉、~I;rIf;'(!) fr人が必要とされてν 之，107)であ

一方支T朽の J色 T~:，:，ごよる終了子続

当事言。) .);:乃 J色吉、によって i¥ック λ 会終'さ.，-，るこ〉も仁J能である

ノ、、
ご2ノ

て(/) 

場合、執 d二を)oLて位方，;::..~r- il) j'を;主連〕、かつ当7を)三達のJfjしをJ、yクス

をな-j4L た小審裁判断書己日曜 t こ ~it H-'ri_わるいは思付子ることが必要とさオして tιる

(~乏詰?で ;7i 請さ:i lS-~ たきちろ泊入この三訳、パノケスの町「出!S l叫が司われ念ことは

ない。パノクスの終了の記，i去についごの菩記官仙の r，jをやす'ÍJ力発~-;: : Iに Jいて

は、去ら以内ヲにrrr日当事長のさR によと終 f引場合と|守jじとある:?，j

縞胞のf詳ねのJ卦CJ、も、夫婦の 方によ之Jものが認められごいる(氏、よ典fr5237

条))， 1')ο しかし、法判所や介して婚制やがげ{するこいう限必手紋がy、l誌であ

{)与え 婚姻関係が破綻Lてし 1るといっ /ι 定の要不?をフニ":.:Lてし tなけれは「守王

将は認められとといれパノクスの 在日jr~寺前一J)場合よりも、川約が多いことは明

ら刀ごよ〉るつ

-);当事話の ~TYt 同 l よノゴ終 f手続

.'.J事者の 方が第昔と橋立国「る}、パ クスは終了L、終了、乃効果、ュ.'.J該

崎引のいかり発'1する〔点法典者;'f'fi515-7条抗 jJ舟"1;:規定においえは、({U!院

をした一方当事行 l土、手~1 主メト fr; 〆て i出方 ~":i6i!する、とにょっとその首を通

¥
 
ら

!!;~ L 、か〉当首長送達と ~J~折が疋較された凶/託こ吾(j)'t/ i.，ヰパノラスについての

最初の正吉を受日Lト，ト幸裁判所古記羽いP'IHlしなければな与なか た L:Eyj、

よJl.llllff5，:: 5-7条~\3 Jft;0 だが新規定で l土、所貯の身力、更によフ("バックスが益

保芸れ、いるノ|、審裁判lリi古記ニT-~=当7岩崎t闘の情報がいえられ e それをづ:~'!~l 乏

u--~μ、j ゴdF1 が終 tf 続を 11'う七灯、当事省 i土 7すに一読を γる必;(;~はなくな七

典到;第.;:;:1 7，%:第ワ」頁J

i古1と1231苫07)持許制に Jる終 fで杭¥?ノ

~J:にパックス φ1謝料.-' '(1.' ミる当寸?1すが彼らの間三婚姻i".l:.場合、ノ、，クス

~a Ll γcm ~，:vcncu~- ， L"s C~ 2.n ，iミcrs C~ Ll èUn ，- r9~ (l'U日:οnC1ヤi1c，[J ~ρl，-lill-: ， LでPncs

hGrs問 :-iL'.d(、ょ999.p 告は、この /:1:がパゾクスと婚制との恨 ~~(I(; な 1患いごある

」する(

引 2以〕市下改11'日f においては、 ん当事昔のヨ，m:，、 ι、ゐ終了の上告註(土、二jJ主rム
J室内交付かえ 3 円1友にべ y クス jJi'終 fするという興味深い規定Jj法ったが、

このノH~r_'，人立は削除与れたようとある。

:]3(1J 二日誌57(円 :lsl) 2295 



研市ノ

はその添削にょっと終 J 昔る\民法典新日~'Il~)-].1ミWl:;fUo てのことはIIIW.¥主

どは明小兵れておらず、既婚 1Vのハ〆クス締約が、さな i 也と主れてパる{えi!

il1t ~'~S15-- 2.~~) こ L から 1需給 3 れ、具体的「続(シ L γどは、 30:):)if]:) H II [) CJ) 

;lli.i圭t よって肝d土さ1してしミたおハ tl;7是疋でl土、この場合の終7手流、 万

当事街。〉料収。〉場λ とI司株であることが明ぷされて..る{見法典新山。1~)-7 条

第い 2ヰn
三 世手iι者牝t-じよゐ糾了子作

当ヰ呂 /日り花じじり鳴さも、その叱亡のHL ;¥';iケス[立終 fずる(民法的認1

:n ~)l~)-;; 条r;r:; lJ:員Jlcl〉靖 l土、とと有当 t 昔または干1 害関係人ァ戸、記亡九書(l)~写し

ゃパ〆クスについ1の最初の;i;E主や受理たノハ市裁判所三共有日課に提出すること

が;)山下白〉れてぜ川. (三\';;)、典 I~前513-~朱市 41M! が、新呪定にj:: :)、身元主か

ら情杭提fjt;され令ことになったため、当事Jiは死亡のf福山を中るだけでよく

な〉た(氏口、典剥 f!~~)l~)-'!'5佐治 2 J良)

始柄。)場今も、犬財~-，.h :J)y:?'t'_~(.，~ J: っ ζ~ギ H'-j l__ (民法院第227'-長人市町村I上

渇!こ必亡の凶 rH を fること v こよ r 亡、橋t討の終了が井戸古(:..~~，;;;x:される ，")ま

り、さ!:;事訂死亡の場合「におい亡l土、解1肖r，涜{三婚'iだちパソクスもいとであると
いえる A2巾同年I~UUJ:，それまでよりム、経姻とパジクスのll:fいを少なくした

(ノミ Pクスグ)公不校拾を強ft'，!:) !.: r2.ることがて"る r"ろう。

2 公示による効果

パソクスヵ-:i:;;j-~2-rること h よ J て牛じるうりJ果というの:よ e パ yクスの効果

全段と:'lLfuであるかも d れないが、ここC'(立、パ〉クス市"f立が公示1是認を備え

ιいるこエにflHγjZ;対果μ 以 Jて扱うこrfする I ぞれような見地か人は、

当事 1~-rm (l) ~/-，烹であるパ .J スを応ご g:.こも対抗で 3 るということれ.1))、そ

しと、 :"1主治、らも Jミァクスの当事前仁あることを考!主 1てhらう干とがc'(~る

Jいうこど ¥:2;) いう 2つの効呆が重要であろう。

1.1) 対第三者

ヲ}{'lc:nc、Cb，lflLC]O:lr G(;O凹むに Faur('.SI巾 '(jtlO肘 31，p.H5 両当事~の絵柄

;よるパック〈の終了の渇合でも、当事者;土、指駄が記載されたit'iペー;正古の写

しをノミ yクスについての摂何のqJ述をした小作及判!苛苦記課に送付すると 1ミう
干枕が'.、められ工いた。

UL ー ~.Û、 7'6.3;; r; )'!8D~



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

Jノ l~f有権者

パソクス;土、その三 'J、干続の宅了に上ハ仁、第て?干に対1て、パァクスのイI

，1-わそり介主主1);i台を会ったLうるようになるこいが明示され亡いる(J;'c出 I込;Xj

51;;-:;-] 条第宍 J~U "合ヲ内'件を士~.f;'[でき ω('" v 、う k三味では、 ft坊主~に対 L て、

当事EめはJ1[: 1羽係 (::1-\( 守るけ~~2o))-~ーめを守1はできるこいうこと 5 大き ν 勺

ーんで、当事r;は、 汁JIll!生活(/)'f'、TE11のた昨:二締結 1た長出;つ ν て、トイら

ずj円ーその範同そ桓但し丈ょこfHでない限 ι)、汚 者 t一対しとi童市 L亡JU事芥負つ

こととき九ている 民法民有第引5-4条第 2Jft)おf この規定は、当事告のため

の奴，:;，Î~ こい q よりは、債f在者のためのK';:è，:二 ν える 吟姻の場合にも、配偶者

の-j，が-y.事または子どもの先口のために負うた怯J寄(家事佐涜;につ vミては、

{青務の績が即jりかになjおっ組問を超えるものごない張り お 者に対し亡配偶

首 l削で ;~dT]; して債務を長うとされτおり U\2.主的第 22()条人当事呂町に泣"計義

務をf1わせるべノクス心眼，>;~~'d:，、(i)婚加の:~:，~)l と類似しといるし J1有 I~

の述十許寺是正専を)\'ンクス当事起に負わせベヲ τ と~d.、実 I~;~ に{立 j封，~であるとのm怖が

あっん月，ム史的T12月三lEコデクレ第109U口L ζって、ハ yクスのな緑活の閲覧

カサ常;制約されてν、たかりであるーだが、 2χがl己主iIに Jって、パ タスク)

存在的 22rj、;正字~s '21上汗の出生迂古 σ 欄外への百L;教によってなされるごとにな)

たんめ、この州出l寸fよE主将 5れどよいえる

立l 主百貸人

J:i単語の肘{十-;)-2~， {t~-O)vt主人に刻しても、 定グ)効去が発'[-，る。ベック

ス江、が、賃貸借交係改 i~' に問寸る三宅Q主 7 月 6 E 0)江主;.お462'iJ-Y(!)条〉とや修

1トし、ペンク λ 主事当を{5，U!:o対象に，~::えれのである これにより、パッノラス

を約桁しごしゐ寝台、賃間へであふ 方当ヲ7iが生::11を故来しでも、{目方当予

灼下規定では、共|ηJ1t:'sにかかる支出心ために締結し己負債も氾帝責任こ与
オLてし、トコ

トピ ヌ， -~、/~-- ----)レヴヌ ノレ喜 1羽人主義ムをミ浜法 iジ f

リ 120~:号沼001 年) 8~只っ

'I~ J':'~ r~. にいえば、賃貸H-!，'i境保の改苦と 1986去三三月どう日の仕手il第三90i}~í;必Ji

1 ゐ 188D;'I'.7 ): G 1: O)?:U戸桁'1(;2与(凶 Jo:no 89--，'1(;2 (:11 G jldlC1 1 D89 lcnd，lfll 
a川T，!:':lOl日間 γμppurtsluに"tifset poy"::a計 Flul:ifira:ionde la lui no 86--1200 (~ll 

フ:-:;eecen-，he 1 ~iS6;J だが、ノJ白では、賃貸仕潤係改害 l 院する I ~iS:) 午 7 刀 6 H 

U);j、1宇治162考と ;C<pじ寸る J

二日誌57(円 :lS:J) 22~J:l :1321 



研光ノ 1 

者のために賃貸借契約は縦続することとされた(函貸借関係改普に関する1989

年 7月6円の法律第462号第14条第4項九また、 賃借入である当主打者が死亡し

た場行、死亡した当事者の賃貸借契約は、 I1存当事者に移転される(賃貸借|掲

係改苦に問よる1989年 7月6円の法律第462号第14条第 8Jll) 貸借人とパソク

スを締結していた他方当事者は、 賃貸人から退出を要求されることから{思議さ

れているのである。これらの保高は、配偶1i'にi.f!-められている保護と|叶じであ

旬、対質貸人のJ究冗では、婚姻とパックスは同列に世かれていることになる。

i.J1'史肘~'

労働面むも、使用者に対するパックス当事者の 定の権利が認められているι

有給休暇につき、同 企業で働くノくックス相手右当事首に10)時期取得の権平Ijが

認められるのである(労働iJ、典L.223-7条)。また、了の問中・交了縁組、家

肢の看病、慶i15写に際しての休暇についての規定(労働法典L.226-1条jも適

用され、会社員ぜある当事者の転勤の際には柑子方当事者と近接した場所への

配転が考慮されることになっている(労働法典L.784-1条)。当事省が困家公

務員、地方公務員、医療関係の公務員の場合にも同様な扱いが認められる(1984

11' 1 1111 11の法律前16号第60条第 4項後段、 19制イ1'1)126110)法律第53号第5'1

条第 1・2よ耳、 1986年 l月9日のU、律第3:-;口第'-l8条んこのような労働卜のl品典

についても、パソクス当事占は夫婦とH列に置カ通れている。

(2) 対国家

① 税法上の効果

i) J~í'得税

パソクスができた当初は、 311以上パックスを締結している当事長について

のみ、所得税につき所得合計告別に対よる共同課税がなされるときれていた(一

般利税法典旧W6条 1W 1 ~且)。この謀純);式は、当事者の h~'家計を支え

ている場合には利拾がある 「3年以上」という安件は、税負担を軽くするこ

とだけを日的として締結される UJ能性のある「偽装パックス」に恩典を与えな

いように rるためのものであったが、 200日年 1月1円以降、この安f斗は求めら
れなくなった (200，j'tI2}J30日の法律WH8.1号入

i i i辿帯富裕税

連帯寓栴税とは、 資産が 定領以|である場介に課される則産税であり、共

同j祝税となる(一般租税法問第880-1¥条)。辿帯'昌裕税の支払Lミに|恋して、パ y

クス当事者は、配偶者と同様の干続に従い( 般和税法典治885-¥V条rr)、配

[1:1:1 J 北法:17¥6・:;:14)2892 
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偶者と:-1-1:じく、連存責任を豹う 段平刊以王典;l~1723;7) 3 ∞日条J 一二の );!..i.~:主

は、パソクス当事ヌに恒志';): ，8 f-I ;'1ヲで加えられたと i 合う上りは、資rのあ

る夫婦か連市寓付与はを免れるにめにパックスlニ変史するといっ工ことが起こム

なM よろにすrむためのものである

ui) ð:R ì!iW~ 

~l同 I} 行なり退問 J? とパ，ク λ ふ締結 l~'Cvる当11.}ぐには、 1託波税のf見宇治'ilj

さ「けらi1.-;:; 桔t同イ~--'/'i "クスの問 I.{'がない昔の間寸の~.償訟ワにか刀" 1.心干立の

税率は約%にもなるが、日 'i!:子bあるいは遺日ll右と r、ックスを結九でいる当事b

0)場{t(土、加世該日常が 1)j 58民;:.~~ L7ヰ担えない古:}分については40%、 1)) 

日l(l(口-r-;~.♂起ズ ZJ 首日分については;-，υ% の税 3 とな ZJ l一般事{税法判第777条

の 2涜頁¥，，，い

さらに、正'{与芸あるいは遺日;'1iiとパックスを市結Lている当事tけ可書与を受

t~ るうfにつし i ては、 4 }J 6000.~L ーコの干)1: 令ぴJt州主がなt'- ;n る 般苛l税i1、典治

7門"条UI為 1JI{ trt T!Z) ， より l;，~i5~';(止、 21)1川年一 iJ 1 円以降仁官官粘さ:1 '1 た~lE:rJ:;】よ

る斗問のよπ償譲勺万場合、そし亡、出)川午:月 11，以降ぃ相続が沼立ムきれた品J

台:こは、 ~i h700りエ ロとなゐ( 校有p.-gr，~主 JJI~ ;'f~'ï79条目;;j:; 1 J日法投)10

以前(よ、パソクス新品I1が2年に満たなし J必iT;ム F グ〉減税ムf金泳も応'11きれ

なかった(一散相税法 U:l:~ み 77ケ条 2 抗 2 J虫、|円前ケ79条III呆2J只l これも l偽

装パンクス l を目白よこする趣旨 fあったが、境在日止 i;!.年以 ιl とし、うをg~ri が

課される l二とはなくなって1、る u

税法トの切果につパては、点力主税のIli手減が婚姻のお;了ほど認めらY ていな L

など、ペンク λの位置てJけは給桐よりも仇くなっているが、卜 l じ ~I 結アJ ノフル

cあるコンヰコどす ジゴ kりはi更を混さiしごいノ，

¥ごノ 十i会保障法[のf;ノ1呆

材会保険の核保|業巧とハック "ic締結し(， v' る折、\七t~の資問での社会深険

四必tt1グ】場合 f止、口実ワをH7GO~)~ 巴までが 5%、そこから l万H的2.----0ま

じか1ο話、そ二かム 1}J 5000工一円までカr~S 弘、 をてから ~í2 1; ユーロまで古、

20% 、そこから85万ユーじまとが30% 、そこから 170万ユ-u まごが3~)% 、ぞ

れJU が1(ì~ぢ 0) 悦ふ、 J なノコ(絵柄、パ、クえ、コン支土 1三十 字 l.J/)科千ぴ)~童

U ペー.，:)¥， ¥ ~ζ 、 Svlvie Di;)u日了 acrcuた sutraIlote :-l1， p.l日))

-1<.1必刺しつ場合は、この1~;~.;í~!玉、 7 !)'UY，O工v 口で点る、

:20(1-'1乍12.1138日(')?)、伊f!}1-'18'1芳、

二日誌57(円 :lS3) 229l :1341 
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。〉被保|孜首貨格を f， 〆ない者は、波紋弁1 告の x:給 f宇 t~-{/)資格をもっとされ、所

病保険、 山芹保険円現物給付への緩和jが 3めら i:ている

L .161け長お 2~Þ'.) 

l札会 {~~r込泊、~-

また、パノクスの 万二目下手ド化亡し と摂台、生(+3予告には、死亡 :j_)~O jI-j: 

が立給される k'能性があるに後{引を者う花しした場 fT、死亡 0\ニ Jっ u 、て、土~~ヨ

被深険行に ;t2. 'i主:!~、ん作的、継続11'';にJ!、義されてし￥たれに、優先刈に死ピ一時

金が ~:.jムわれふしされている(汁会保:力的 i、生し;(-ì1 ~:会話 1 J頁jが 定的レJし

た矧lHJにでのような話占的支払し、を受ける主がほれ争点ったi話会、死亡 吋令

iz ，その化者(被保険者j とパックスを祁結していた苔 Jこ支tんわれるとろil、

いるとめであふ作会fA準決問尚1L薬害え 2J自12

他方で、パ y ケスを締結 tLと、家族主:J王子当を f九うとされてし tゐ(社会保

障法九第l..< 52:3-;2条第 2項んこの手当は、パ ド斗 がu、な t、話、パ ド斗

をうたった者に対 I，，-C-i，.*(;される F とが前提だかムむあるべ

十1;71坑|培法ーの給付lついては、ハ クλと4日間とはほぼ1，'11.ぶつなtれ込と

な J ご¥' ること由主分、古ミる

以卜が、パソクスの場合;1:(めムれた引i支11';保護てタ〉る ν だが、川こく公"、

沖ミされるi時見向"--1上ii，-;tめられてL、る制U1\[ ，ドj イrt~iiJ(I)今ち、 J 、ソクスに Jよ認められて

いないものがある l'; ザ1えば、パックス円 J ノら当事者が死亡〕ても、生存当ナf

昌は，tO)長円相絞人となることはできない 4 さりに、パックスの坊と〉は、氏

。〉安否、制t久間係グ〉発生、 jJhj 当 t-:(í-間の子どもに》いての摘出j~定況だなどの

7自F~i， 1、ンクλの可当事長を去をお1とLての義て「が析が認められてL、な'"-， }j:え

ι、生組補助立山への 7ク{，ス、)';1つl親権 万当事予が外国へ Fあ れ場合

口しか L、必籾û)場去に (J 認められ。生山一向子~J. "f~1-~ 千当は、パッケスの場合に

¥'"止品でさ1しなし」

.1.5 手〕くは役立 1イ司有第 1刊第2節 1---H J 

"ノX ノケスど婚州の相注山につし、て、

トorgcoLs匂Iwa110[ο11. p.4:i cl s 

仁 ιl~-01i~lr I¥;I(:cal、dFlora Lcrυv 

いだが、不当也遺産の分刈じ|草して、経済的単 位£七百える討産ア']<'、ックスの

'1 存当主音 l 優先的に灼広ずる町能性が認められている !K~)、典和l 第515--(-)条、

:立法問第831条・ 831-2条.832-3条・ 832-4条じっ刊06q::~i:止によ i) 、桐絞椿が

ないここにJるがイi-ht:; '，;~引 b{~;7:押されたぐ

ー ~.Û、 7' C; '3 ;i Z)28DO
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。〉フプシス1"繕t;;{{;Jか斡叫?のぬ「干のように斗杭にはrlめムれなしれらは

7ランスIr:i籍の取得み除急、トミて京践に院わる効呆である パ yクスには、

カジフ「ルI'K:炉、J:Uω家族的な効投が卜t':iされていないということ iなる

契約的保護

パァクスにおいどは↓j、】内ぷうな制度的 f1~ ，程 J乃 hでパノク 7，，yI契約」

L ずるこ弁による保設もなされといゐ、 4ーなわち、虫干]者の意思の日常;も

E 

疋程度配信されていQ のであるーこの」とは、-~.~利的手i'0]_'tと í-'í :lj{之、出lであるく

ろiv;いる、と!]，、ヤ'-，当事者間で司討に合意ヴ主る内容が 7こぞ"民:認め

られているとL込斗ことみ ご兄凶すこと治、できる I

契約の有効要件の要求

ファンスにおける契約の〆h幼要件l立、両当事者グ〉1FI1まいり日以【l~(n川けがあ

令ごと、契約を給料?する自~)] (じl抑制ががある二と、 ;'f':J~，~の劫校1.;:"形成する

確定的な汁的 (J)吋et) デパあるこ〉、 台lい、な!保臣肉 〔い札札川川IηlちY臼心〉 が主あ~る二

れている 〔よ均た対1法主よF典H町I_l-f'f前~)I I口ωS条)c ニれ lコか必)4:であるということは、ノ;ソクス法

には明石 lメオL-(~いな t ミが、パッケスのだ表礼たにおして「契約 J 

];t!疋るれてし 3 るり勺法 U:gí~3--1条Jことから帰結[うる

クノ、 û、，"'1:2;担Hにおいて、パンクスが契約 Fあると L ごザカ〕い渇する K~)、典内

規定がノ:ノ》クスにも沼周されると烹張しているにさんに、 i999I 11 1 9 Iヤグ)

窓辺ボ裁決4おも、川 J クスを I 契約 Tあると L、茨*~に院する見ι1:典のー桜

町J却じとがノぐツクスにも迎)けされると判:hTしとしる このため、パ Pクスのギイ効

な成立の f めには、 4d約の 1~r'<JJw::fJが必世であノ，¥'いうこ〉になω

円安;'1 に:~"-.亡、順に検討する

間当事者の合意

lZ約であみノミソクスが行司Jに成守 Tω よめには、同当事者の{~.'主企あること

法案。)l-:t山!!;もノ

ぐれそ'-iL 

4ハまた引に、それぞれの安j-J:'f-:や JZd与するとめれ安j'トク .r:_~江1 すること泊心記、安と

そえれて"合るに

I~ ¥';Jdichピ].O. deb. A出 :¥aL8 !~üY i:' n:bt ゼ ~~)~)8. p.8:1(-)(-)φJean-Loup ¥.'i¥'iμr 

supm note 31. p < :23 

!日前汁 (28) 参照っ

~1361 hりy
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況となる

が必芸である(式法典吋'，1108 来~ '" ~って、介 Tまがそもそもない13ケ「干は絶対む

だが、パノクスは小清一îÔG判 !~Î ~:~i_:.~'ふじ 2 人そろてンて L上述することが

必官?であるとされてv るた町、什意自体かなv'こ kは与えにく l'()間忠ιレなる

のは、合 d に f~i夜がまる場合であわう}フラ〉ス t おいては、 ?fij阜、錯誤、 ~t

Y太;こ J って当誌fì烹が形成されたj揚/\、ミ~-a主契約は J上土効でめるとさ μる f辻法

州第111ゆ条以上).，したがって、ハック λ に心 L ミても、 ~::l氾、錯l 九はたがあ

/JJ封什(土、当日宮パノ 7U土:ts-';(YJ ::なれ弓 ωr考えレdしみ

強迫

強江 lζ{土、害.'i1:. 呑ノハ畏怖させる遠目、長行為をいう ο ヂオl が仕立を:~ノ[つ

けた為台、契'ii"-J(1)相サイ止と効ジ〕原;刈となゐとちれている(民，;)-:~性格 11 1":柔n 日ひ

つまり、8J;~~'lj を十段する手IJ主主ある者;対 l~ -C (T)];!- 、そのγ~~が認めら札{)，)

パノクスの合出、を金正/tIJ:こFる強迫としては、パ yクスを結ぶ)とを拒池 Fる

と重大な朝日耳があると l〆亡精神的に域'Iするものが者えられる oぞれが、ノミノ

クス締結ル決主づけたという:こカ訂正叫さ引に鳩合は、台~，に.fj~;IJ;こがあ令と考

えられ、斗該パジクス:ェ:f!f:jJ;/::なる

¥"ノ 錯誤

ブフンスにおける活訟は、ぞれが誌へなものでめるl品台、 u、iEiJ 忘の ~fijj メト

帰ねする(J勺itu弘前~ ~ 10粂治 1-白人学支えによっ亡、 l 仔 E形成、/)1(1p古となる持

誤j、「台高:のir;佼ムなる錯j呉J、「合廿に版科をうえない錯誤 l の;).r)(.一分知さ

jLて 1，1

l 甘，吉汚M(i)障害となる錯誤」とは、ゾじ甘か贈り乙誤1口寸るといったことが

ての例であ。とされている。こり士号作、イT輩出火放となり、 *GU，j 無効の ;~It:J と

なる I パ/ク人レの関係 ei止、パノクスを氏刺l羽一件ゥI~;~J J-誤i;;γωrい;九こ

とが与えられるかも .1しなt'7J{、実Jtは起 りにく t¥ 'cあろう

「 fT 討に影響~r;えない銭:ごりとは、物ま/二二人(l)非ノド主的な資質べ一日1主主に

ついてのは誤のこにやいい、この場守、リ、律行為 ~j::l~司j どはならな v. ぃl'i!'っ

て、優 、人だし2.~-)て L け干のに:五はそ三ではなかっとというよ、!な錯誤は

恭本的レこはパッケスを-:illI:ノ~);にする咋吉弘とはならな， .υ 

問題となるのは、 l 千~'ì ，8~ :}) lFl ;Jltとなξ時間 l むあ〆う{ ?の 7品千~dよ、廿I.è，人民効

1νJe3n-Loup、lVler 幻!tpJ.， !:Ofε31， pつ7
日}ム:1俊夫 l慨説 7-"; >ス〉ム{下ハ¥点ぶった子出成会、 20(jJl'ef) :;0 Ff 

ー ~.Û、 7' C; .3 ;i (;)28E 宅
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となるとされているーこのを百Eltl:土、さらに、 l は的治的本民に|定合る M';g~\_~ 三 l 人

に閉する錯に分けられ C~_l る パ J クコえの士号合、 この l八に汚する{bg.~~~， J 

が起こりうると ξえられる 式日、比~';1110末:日己]国(之、「人¥.>司するは説」に

つMて、 A~i ，;えjL よ ;;1 t"当医した川手方一声ある人物の l下Jz;:.竹が151主契約の慌てfヲ

ポI河でありた場介、止対尽I河ことるとし tいる。 パックスのJ品作、相-f--: J当事

まさに、当門主 Jミソクスを;年半うするけと正(:{pな烹IUとあるといえる

だが、それだけ℃l玉、針九による鵠効は認められ4ごし凡さらに、山f'>'E~こょっ

ι そのよ q ととま15fLに|記ったことが九1下埋も令 ν ものヴ云 (t れば，~よ らな νちとされ

てLミる J これら v)'t-{i:-~-♂ク"アして、 FHJべにより首公主力 C" ;;fうるとさ hるノ〈ック

スは、-::iι(ょ，¥'立ltLない土う i，，:，¥!"われる三

J可の jf..，以什 i主、
ナろ，')-，1 

ι-:;r以
l婚姻にあコては欺台うる者が宵:< J という伝統的;'1、誌が?-):/スには存イl

する口リまり、婚女同心場合、 ;-'~:[1J: t，，?よる，1.lij:効しt考慮されなvλ 二と i切なソゲいるピ

L語、L、 、yケス:土、ま号iえしではなく取な ω史約である ω されている μ吟、長J手J

(! j 般1去に従うよこ i なる r ゆえに、守烹が~t~J:;二よって;:;成されたj長よとには、

当該パノクスは'fr::_幼となりつる、t:i!、典第lllG条

ず'~~~[，'-~よる紙効が説められるとめには、以|、のkctT 安宅 i己しなければならな

U ¥， ，詐欺がl也万;iJ1FfT;よ勺てなされたものでなければなら主い ン七がっ

て、治 Jj によるものは~I;!IJ として並均単凶とはされな" ¥ ~ 11 j 荷策 jを構

成 Lなければならな U 括採~:~なものT あっても、消Ilklおなもの\故7E:，J)沈黙

l仲f策 弁惜!北し"，るが、それは、商品目f障の諸民といつに

取ヲ:hn十;可1]':二，i----，，---.，まらない位れを十与 Jザ L、なければなつな") '-' i i ~) ="下点、をし

た品かオ士号でなければなりない、寸なわち、吹く烹t何がなければならない， ~ ¥' ) 

c¥:款にぶつてヲ i主起こされた錯訟は契約部杭にとっ、決メと(円なむのむなければ

なら「、そのよつな錯誤l-陥ることにつき~J:;~もな\'，ものでなければならない日つ

なこ) ごあっても

パゾケ人の場合、こ j しらの'?~叫を允足 L ご、主主主により無効である少される

ためには、職業ぺJ ザ面誌を 1t"ヮたすJ度 "c-はなく、 !H を ~j;l、た?1!度が相当重度公

Je札口[ペJUp¥'i、i1:'1'， S!-ftJra :1ute :~l ， p.27 よi

52 Cass. 1'.' ciy.， ，4 ju:llet !ヲ7~1， .:J.1979， lR p.336 

r，:: )，;an-Lol1]l九ハ川川tJi'i1;，(む 31.]).29-30 
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ものでな:-yれl工ならな、、ょっにピ、われるυ

(21 契約締結能力

能んがあることも提約を~効に lょう 7 さセるための寝it~c あ令。 J+~ ンム ilJ~~'~1123

長は、ンァ伴(こよ J ごヰ詑力(-されない肌"、すべての人は%がJを精杭するこ?

ができるとしているこ でi士、上<:!;l去典的112，1lたJよ円、契約を締結するH5))がな

いとほ，三ミi'tて¥'るん前紋 j、 b)(:年目と成年被花見人・被 f~~'W人は、パノク λ~):.

判l結 L つ，~~) lのみか

この阿訟は、ノ ':J ヶy、法の11，'之によ勺て解決されているじパノクスの当事ι
資怖の 1つとして戎ー午;こ疋 'Cいるということが半げられている(氏凶呉抗

日目 1条こから、 μ長年告はパ/クスや浦和することがでさない 3 主た、

成午被?を兄人也、パヴクスを締結7るこいができなし!と一規定 5れている仁三u、
内第506-1条第:r戸')51にこのIめ、 ↓、JJX;午J1と波{吃兄人Lコぃτ;二、後五人に

よるパソクス約結も c台ないこ解ちれて川るc なお、被11引人にて， ，亡~;， :f与

l 現ノとプJ、世うれていな~，ため、 、ックスの締結は可能である日(

パノクス柿結後、斗宇音の 行プメiま見南高守的仁告を受けと場合 ~i ~.うな.~戸

ろうか 彼伎町九7J{筏乱闘 ílÚク)官 111 より問 Lーな!た法律行為は {;'~1J である 1M'

~l、典 :;;~;;')U2;長・ ~)O:-)条の以対解釈、ため、後見阪町、のEEきのみによッご、当然 b

パソアス刀終 f となることはないυ被 fi;~ r~人的柘 r }j当事五円百、思によけ、ノミ P

クλを結んだままでし、るこ tができる}だが、婚駄Lごいるぬ合とはi主コ亡、

ベックスグ)也ん当事おが絞U人に混:'1されることは小可能である i6ため、 その

川この坑7El土、パゾクスを況えする;完了J、典前 編汚12辛市 i主主lFVはな〈、

成年与え1ダQ人を規j;-'する民法7!:!-第 l編第11三第 3節l院か才している 出年伎役

同人かパ J クスを椛治するこ亡ができないのは、あくまでも、契約である J、ノ

ケス士純毛;tr-~ゐ 捻カーがないからであり工、パ Jクヱ合判柿する l資栴Jが

そもそもな，'という車i味ではないという注旨ごあろみ なお、婚桐は、技法見

入;，:~~かれている)詑力 l口l性時であれば、報佐ジーの而色、を持て(被f寺見八円

Tr1iJ1l!の 占が蛤批に 1-~J :fS -j'--- るときは不主人給航しろゐどされていゐí[立法~

吋'，!:;OG.t::，)c
"'，校校見人に必J'-~ るパック 7， H、の去勢につい ι は、カノソル関係に;基っく契

約であるノミブケス〉仕事{をふ冒し円、よ"主円かな規定安世くべきでたゥたとの

批判がされている (Thi ピ T} 九日 s~er ，r"， t(f(I{口ιJ1Ide soli，1'1ηteetlesmα1山1'8
i勺-otr!)たS，~ じP，.2001じhr.1 293， pつ55}" 

山号11ト;状態につとい日こ偶者のみが;j;;f~段見人になりつると与札ている ¥民担、異

l開J ー ~.Û、 7:6.34S)288fì



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

{去の共:-I-IJ/[j己を足るにあたすべ必要な河口Jを、そ<7)度に役見人lこ烹めなければ

ならなLミということになる

lJで、伎役凡人;なった当事者円相 fjj司事者は、当該パックスを終(，'50 
ける}しう選択をするこトもザき ζ そもでも、 JしI ケス(工 l民凶を同わず 万

日ソヰィ立がり能とさオして M る(民法典新市SLi-7条抗日現 J のであるかり、後間

開始による t'íi円台、可誌なのも当タへでJつるドただ、ハノクス官Yì~;-í子殺の相手 hが、

本人ではなく法見人 Pあ乙 (足以、典治S()(-)1 '~~t行 DiJ:) しいづ点古人 j;江r誌の

ノう的昨~n~(7)場合とはi主っているーなお、 力的併泊こ tるのではなく、相手刀、

すと主わち佼見/へと CJ立のうえ、家dJ，会の許川、 τれが古い場合は伶見抜1'111士の

F'r下了が得て、民法':'1訴事再三1S7条きち 4項と刊禄の手続で、 r-fr可斗事JEの志忠:こよ

{)幌市」と jーるこ!もいJjjt-cある{氏1)_、~-;づき5 す l朱涜つ JJU

王f二、佼見開始何回山をそけi::1'1，から、ミオ誇 '{":Jクスを 占的 ì~;WH丹ヂるこ

とれリ丙ごある このJ持f守合、家族会の許叫、子れがないj品f}は給見裁判官の

ii子寸ル得なけれ:工ならない!J'¥:itvlと弟:，06--1条第 2J良、れそれ jソ外rう手続i之、t(

jj、興新築5.15-i全第 SJむこ埠定され亡し Jる;8市のパ，クスの 布と~tf?ii'jの品J合

とHじであるが、ぞれを?うのは悦J;J人である。

3 目的・J字国

契約における 日的 とは、守誌契約が発!f~せる債務関係の目的のことヂ

いい、「原因 e.，止、債務ずが負担する伝説行直搾均な王甲山 (T)こtを指すI ド

Rlj と町、出とは出似して、、るよう i，~，~、われゐヵヘ H 骨ji士、 1烹務長カJ とのような

給れを汽犯ししいるか とlミうrq:i.'(，こ終えるもの L あるのに対し、民自iょ、信

務省が!なぜ債務ル負jHずるか」とい行判L、に答えるものであると説明される O

1Z:{;l]必約山場合、手千二~ -t:--:{î'の 1~ -r;]の長凶 l止、相手万の;学三す品情説 uぇ対給付)

ごあゐ 民法典U~llv8条 i士、約点灯勤特を形式する附定的なヨ 51)があること、

合法なl氏iLiがあることといV)-~(牛去、梨約の有ヌ刀法件と 1 て JJ~正しひる"-)

， 
F 日的につし 1ては 1惨定包、 '1能性、 1'i;)，、性化悩えていゐこに注必要であ

ると考えられて 13'入原凶にJ 八、ては、そのギをと合法判が必'&でleるとされ

い 1ゐ(民法典U5113よ~ミ) " 

とは、ノて yアスの111円、旬、1;せとはイ下jであろう i.J、} トゴi巧と(王、 イ古手年巧o負刊

第ι196条第 1Jl'!) c 

日以卜心5511.'刀;土、 liJI I .前悶;t-(~O) GJ_-B以下に拠る。

二日誌57(円 341)22ミ5 :1401 



研市ノ

ている給付のことをし、う iηであるかっ、パソケス<7)じ的[立、共luJ!'キを法る二

と、が[干を物資l巾に援助タること、がi寸扶助ヲること f叉辻、典骨l司王正 -4条;

である f いうことなる 原同 ;-'1之、反対給付!して相了々が負包寸る鋲蒋(/) 

ニトをしうのてあωカ丸、パンクスのj証UJJ士、 ;W手が，う己、〉ジ、l司生活をiエるこ

と、相寸か自分を物質的!こ没fJJ:~てくれるーと与であると u うことになる「

この以件との胡係で:二、税金(/)読減ゃ主主Lt: :~iJ!，の便宵イト符 10 ことなどを n 的と

L 'C、特に愛情があゐわけごもないソ:f{1慌で'¥")クスが締結されω 「偽長パソ

クス J 1/'向1止となるうこのような偽17ノ;ノクスは、目的あるいは l京以内立荘ベコ

合法川生刀吋J刈IL、ル、るとし亡、 j1;，三jとな"うる九{高千I→ノミ，々スを締結する若

たもは、共I，J4汀両手送うで共支ズあろここではなど、税μ、1-"s))@，外などのノ Y ツ

クスの効果を得るこ〉式けを円的 ~:L-( I.t"るからであるし

2 当事者間の合意の韓霊

クスが契約ご島ゐとするならば、パックス当事さは 波ム (J)共j"J生活γ

必要な宇JM(.:. ~:)いて、白出!合ぷ Fることができるよぺに思われるーだ降、ハ，

クス法にお v、て、当事高 IUJ"C-令烹でうると明~ニとされている事頃もめる I'L

Lカし、当ポ者向の院係について、当事行間的令定以前にパ クス il 刀ご仇;二~;L二

めている事項もある その事項し什いて、パノクスド、の疋め(.:(上達う当事長:~j~ 

じっさ叶;ょ#知Jで Jわろうか\_;~!)" まか、ノ;ックスじがi:t駅しごし、る'j1-;M(--っし、

てω i:í手話 I~J (7)台意 (i~j)設であ，ううか } J) c 

(1) パッウスj去により認められている合意

パソク λi:'f::，'，~おいて、当事主 i!jj-C-白 ItJiC什きできることが叫ぶされ勺い之J事

Jgl:土、"人|じっ〉つであふ

Jノ パッケス締結i の当事長「υ1o，MfIT::1剖係

この"及、 21!同年り月l:lPのは、1$-によッ C
ート，~

1 ! ; c..:J弘之

よ(~ ( cl!C:矛れだ{

当事ス(土、 FしI ケス市柿後に有償で耳1与する家財iこJ 山、て、それを J!自にす

るかと λ かをム景ぃ 4 つrJ門戸 4 ることができる{民法兵![][t/;l!)-~:灸治 1 JRJい

したか"、斗 ryr--}~.:立、令吉に4って、とFちらか一方の!ぜ有とすることもとえ

ゐL、百者の共布と寸るこ 2もできる〕共ィ?nす。場行、その持けも17立でヨ

山 CarolinC'1十九日¥;Oc-ud以 h('1'.SHρm llO'-c 31. p.8 

ー ~.Û、 7'6.:W;)'!88~



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

由;こ決定寸とごとがでえるハ子0").J うな什Tまがな t 、:詰「干干、 ~~η家 ~I しつ ;I~í早口

が立 ~;rι れな L ミとめ l ごノ、ソクス純手:Jf f:KのJ{'Zl子であるか ζ うがが芹U閉である乙品 ~:l

(二、持う)'2 フfの 1 による共~J件定がはとらくこ~: :なる(阿

さら t 、民法現1汁第引r:;_c;条第';;TI (土、パノクス柿杭Iえにごjf卜手てが有↑古 (';:11-

，F1-1~- <::なる家財以外の則窓vこついて、取Jゴio:書または問x、司|書(ニjrJ誌の百一めが

ない場合には、 j守分 2Y:/、の 1 の共有と~'Ï>i:されると同 rと -Pó よッ亡、当事ド

は、取得~:I 書ま Î"'止'"込 ~'II さにおいて、 だちらか 方の荷台，1.:-，t-ωF いっ l_."2T

自に!主1-1-ど取Ci先めをすること合。できる

これらのホ0!;-~は、三十」者間三件に合意が長ければ )f，: 古ごぬると Jí'，;Z寸ること

によって、;主人者一こな vミ切の当事省C);j守けがノ、くヰになしこと lょうて光牛

う{)ぷ都合を訪止L亡ぉ i，、パ クスならではの制l丸山保税レいえる J しかL、

が財であればJ且市は共i寸で続出すると111われるため、共有紅定は妥当であ七う

カ e 家以以外(l)財産につい亡、 日常(:;:-i:tl人で-I'l!用ラミ， 0- λな刻i辛であ Jったとし

ても、合主かなければすべて共有とな，，て まうのは不便である川一二のI.':r，lS'

寺市 ν てか、 199自守lJ汗 9Eiの ~r 、民裁決州 'Ii 、 R i.l、典 18 第 515 日条を千五規

定であると判7Fしたc 当事おの音kt、によっ〈共11推定を排除することか c主ゐ

としミうごとじあるコ

JJ) 新規定

、006年ι月Lliの以、ぜl土、以 lの上うな取扱L、を全府間い改め、 VIJr'i山をl民

CiJとしたv すなわち、各当事長(土、別段グ)合、青がない1:[]台、でじっ肘メ， ~I 定?ω令

部、収芥、処分の権限を持ち、パノヲス前志る v はべ y クス中に生 1 た鮮人~:~

f員務 4 単独でづさ ιヨ~:-)" (~ (民法二示前515.3灸治jJ阜、一どちらのさ事省も独占
的)計右権を4当化 F きない防呼(之、それといれfkノ示百分の 1 によゐ J~有 Fある?

，};..在さオしる 2 Jt-Oυ さらに、ある;)J圧を直人的に保ねする当事芯は、

苦庄の第:"，，:-:(i-(対して:正、その財圧にMcJるすべ Cの管E午、 117尚、処分lJ為?を

円この方、都合を指J両9るものしして、 Phムムippe~\l2. l .J u~-"le ， Suム lεPacs，Dr 

L;， m~ll ，;， Lc Pac". l-"fì刊訂 II【\c~é c. ~)09. p.31 ;究 1 ドU+:(23) r-pj¥CS -"cの実
践と問~~， 148同u 政府かり指名された、パ yクス法改tI士川:μ寸するグルーゾ
が2C!()'1-f (.: I1 I~I: c:て，-案l おいても、こ(7)ょっな共右制や隠さし、別産相;l する

こ〉判是奈されてい七リean-J山 ques1 肌 uul a. nl~ et D札mゼ1Vi ，~;n印uφ 州知α;-;ut t­

Jえpι5-816)，

以}前川 (28) 士長 ;1~{ つ

二日誌57(円 :l4:J) 22ミユ :1421 



研市ノ

ペー〕
"勺、ご単独でな寸惇11とをもっち 07)とみ去される

一方で、当事-7:'0)台当"二よッ亡、パ J ク7，C; I;:録以肢に取符した財;~を民有

にHfi，'5 "'，i.ることも υJ 吃 Fある~'J;~;:土 1ll~治GE :)末:んその場行でも、各当事者

の鉱山i'"JI肝有権がYLる))t/が列挙されている u立法問第;1;)-;:)日条l'有財所
。〉管理につし 1 ては、日r: 2，之の (~''t-まかない H{ り直当事 15 を管恋人とし 民法兵;/~

円15--5--:-)条第 1J:炉、健利の+?~:t:に関 t る合足，;c当 11- }ぐに誌める(lrlョ宗寺~2 お/

なJ、細かな規定が月さされヂ これレJのL.Zτ¥，_1-)亡、 l耳[:1いf0な斗主音問の

1ttid~:主b~ と、当事 5'の合廷によって設'E司誌な肘〆f 関係力、明確になコなと "λ

<，) c， 

Hトに7Jn;:、 -'jJ斗事省が1jr1，'h当事省にメずしてなす物空間援助の便ふ当事JE

が含意しうる，::~ iι (只l'J、典紺情51;;--4条)占も、約呪定的羽織ご去る

パッ y スのiW~ì戸

尺jJ、異新γ5:Jl~j-i 矢m:-j' 40 ;j~:手、当事者以方山台去に 4 つ t 、共可申同ク')7:

耐をμド.111<:I、，);1::山すること iより、ノ、 クえか終 rメせる二と治十ごさゐとに4耳1
L ている u 婚射を終了させよ~) [: ')る場合、配偶者双与の合志に ζJてれJJ'L

1)ず、裁刊f-YTを介cjることが必以とコれていることとよじ車交すると、当事者以ん

の合志によっしパ yクスを{下 fさせるごとがで宍るとし ;l.l，( 士、_~ To朽の玄22

。)自律がで下重されているといえる υ

当十'inの ノらの古、豆によるfji:_討の場合については、 l己規定いおし I どは、バン

クスがij!約であゐことの影響か氾られたυ1むi;にマグ)局を通知してから 3うi.l

絞lニハ Jクスが終了する{弐ιJ、典]1::1~~tS~) .I ~-~ -i' ，;己~:~ 7去第三口 J 乙ろれ亡したl:

であるこれは、すな土ち、 -))ω意思{よる終 Jr(/)場イ干に;ニ、沼 )hへのらう

月間の子告出聞がさ桜である?き1はもの f考えられる 日弁月買わ}告別問

がi泣けしコれていると v うのは、川ソクスが0;:;問。〉定めのない契約で品る{ょここ

によっこ生じうるす5然的パックペの81'-Wjから相i手方全保護1ζいるものと考え

られるっ Tが、二O()6-{t二l:iFI ，:.，~ッてこの規定が削除され夕、ため、パックスは

方かりいつでも itf九tこ終了させ (0)ことができる44利でま心ということに在っ

式〕こ C)/X;之、 般的な机T.'!日:'jf三十ítl月訴とは違うと許制でえるハこの」うとd~{

11の午質eYもつ-''¥ -;クスでは、河干!可咋の対L干の;¥:;-t主や損害民'1慌がo望号とな J亡

〈ゐであろう

r;' 1999乍uii9 Jmu;:;j;裁決刀、モーのよス?で解釈をに亡いる(伐民;つ

ー ~.Û、 7'6.344)2882



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

¥ぞノ ペソケス料消後の則定:"1係(/");'吾惇

双方のjT討によるものにあわ 方的なbのごあれ、当事計による J。ックス市

外_jO)渇fT、当事者の寸品誌によ"日j産|叫係会清拝するこ ζかで5る ζ されている

じ叉討す乃和第日日 74主祭!日J司}れ しょうが Jて、ハノクスを叩汗ずゐこ rになった

当事 E は、時革mfをの則夜間iぶこ J丸、て、自去に~{';烹で支ることになる。この場

合、阪 k な Ú_I品にある慌のう~守1-6 に有利な í::，三由形成される寸能下があるが、

その小~:JtJ:t.足:刊です一ゐものは"立けられてし 1 な v 、 ブラ Lスにおいては、離婚の

場台、必ずおL判，;引λII人してこのような不ι義が牛じないようにさ五ており、

それとの関係℃、パックスのこの規定は、街、r: cノ胤 :1;) にふる f~1"'1が制かず保議

ごう:[，-jるとして掛判えれてい

なお ~~'昔向で合意に至ムない場合は 裁判所J戸パ F グス解出伎の財産司

f毛を決定できるとさ i~..C¥"ゐ U¥2.主的訴第515-7条第11り貝)ι しかL、この坊主、

どm4 う託子~':'ifをとる (J; か、裁判宵はし 4、なる続121を行する山刀、が切らかでないこ

告軒，-閣しては、 サウ工件;匹見地 7計12(的3-4-::2 ) j 27 ~判決却が山公れ ζいるや

ハ YクスWl'inf:去の射)止ut帰結じ-:J~， 、ての ty~+I; グ〉管結は、」、香去に半Uíのうち、ま

校事F7裁T司官町ではな《、契約裁判U'寄りugcdu cυllLraliにめるこしたのであゐー

その即111)こしと}よ iパノクスゃなけるiL;r:の精神」が挙げり"ている ι あ:

までも、!~ツケス:よ '%d点」ではなく 契約 として ¥1.(去され三と珪併されて

U 、-0乙Tr::ある

さ()i，、つ006イ1--.cZ;'.':こよ勺守、パ yクス鮮湾絞り出庄関係について、 疋グ)

指針がIj'7_.ιれた¥民辻、典新潟:-j2.~':; -~条;+~llJHノ 一方が担当方に対Lて』寄っ官協

出 ::"nurcn~ LC¥'CllCUf，りμ仰οnolc33， p.8 : Adc1i!:c' (;Oll レ ~cn0 1l" C じ 0;-n Ll ~ 

!-i.espufI出 biLt(，，:;¥/;]e et l'U'JlUH' IIロlιt円 tledμCOIlρ;b;nagて，J;ccq:;e]ill(-， H:;be~]ill 

D仁川cl:.i:，Jl:r.) Dcsι0I1Ci-tuinuj.;cs， U~ω2002. p.262 ;ドミ三ク・プヌ i，T (~I二干7

自己訳 「近代フランス家族U、の慨叙ー家族ぐ千ァjと炉心!、)1日号 (2COO合'i ~D頁、

JlIll .自u注ぽ{) ~pλCS ----HJ十安川市1;度内平「jJか'?I 1行7-16自民{

出格制グ〉島ギィヨ{雑娩)オ:.frIJ 41-llf.:よ1i'，í;~(/)清常にま〉たつとは、武二j言がとのぶう

な続日Jやもつ1)い〉、i!，伴によっこ純にされといる(;むと呉第241"0ミ以下jじ

州仁J)OII日i， 7P ch.， 27 I('vricr引103， :). 21)1V. .Turい2D69，0¥):-;. ~. LCJ立ollland

c ;.、審裁半J!h(，一位互かZし亡いる専門の巾独約三三:むを指宇もので、断婚 別居及

'J'その 0 :i'-~)] 来、家事費用の分灯、示。〉杏n義務なピ的決足に t~1 して、 t~;斡梓を

注、て〉ハ

二日誌57(円 343)22ミi :1441 



研市ノ

(立、反対の「T烹がない|現り、民法見~'jHG9 '1::山Jl ニ )JU，:された心 I~C にむよず l 許 11111

5 れるこ t~lj七三i!たσ〉工ーある U とりオiけ、円生活の必古llJlのために締結与jし

た負債にりし、亡、資J;(:.応じえうiJ!!がなされない場介、これらの告修二、共町

生I百刀、らその{主権の名義人がfうられと利抗弁;H1.f之さhうる炉された (1")よ"

当誌刈定におし 2亡徐州の士見下Jニ/戸主'!附されにいる !:iが明J昧i:ti'"'.コ

(2: パッヲスi去の定めとは違う合意

パ yクスリ、のq:r 二 l土、、!~-4i者間に斗 1:ω パノグス約締乙ワタ0fJ(，.: /)~- 、て、判~

白l削円台誌に司虫丸ることなく，tl，'之しているちのがあゐ、第 {土、，J!.予右|刊に共

IJI 牛日 ~\::J!5 、物~~ ~:'J+云W;AfìJ、倒 rqj: IiJd~務 ð"1c牛づることを K7èする J王山異

副主再51r:， 4-条第 l澗であ!)、第 は、ノ、 y クス芹(alj(})I~:ずの ~tj，-;!;'賠償問言点字lはめ

{)尽法典針策513-~末治 10頃 i~.書であ心。パ J クス当事者は、これムの呪定と

十1'，5>rる[均1i-をE仁色、できるだろろかれ 「心:わι、物質的援助義務守を当事t:i-[Rl
;二発牛させないこする当事者間のノ:r-ftは、効力を也、つであ/ノ jかしどのような

併前の場企であっても出'~:~;，; r有高求~，;t 1.な、 aと寸る宅事長|共JIi') {-t 立~d.有効なの

かU これら的J;;;t同i:;<;' 、1999午II月9日町二l打、院主党1号日7が答えを!+l:してい{.).C 

3 共:n"J!f-.;cn .物民的按肋‘相 Ir扶助義務。〉日決

窓 iLr:~:i土、制互;ヲ物質的差肋義務会 :':LめたえiJ典 111{í~'~-jE;-4:;長:;;~; 1 oi{iよ始1J 

法規であるこ辺へと氏。しλ刀i~-， -，育相':的1J)1当，')'1妥均或務寺田地ヲる怜♂ノゴ月

jイ干?の台高，)手、押t幼でめるということ;なZ;，

ニグ)者t云P';~(7)判断 l土、犯行的物質的援幼義務がパソク人的仮設を必げるにあ

たっどのパックス当 t l\の最低限の義f~-Cあると菩えたことに d るものをあ

る。じかし、二の l十日 j(J~ドj物質的J乏防J%王寺」は その違反の場介のん}ンク v ヨ

ンがt足以き1していなし寸ヲめ、その「義務J牧はおいI 叫が、 この相li. d~物質的

JLT~は、照行訴訟へσ刈J 三会:的とi1.jf;O)理去となりうるとの民解もあるわ匂

山犬をきのおィー則止立がjモ丑前lよJの間に詩s;U]~イ μ!" 写の K当利桁が件じて

いる場合の、 -JtJQ_:t~'i汗または支出各 11 が与すべき支払につ v 、 L グ】埼万

山村'J叫 (28)参l開。

仰:0: iLI右:ょ‘ J;;:J守主す戸の」し有!~どふためたfて'):1-、典旧第 ~:;l~~ --~)長以外‘パソクス

l関する民法llll-I円前5i5 -，条から!日格引5--7条の規定は、すべて強行伝記てある

〉判断Lていゐ{品、:r6)

凶 Frロl1::-oIseGonoier et BerenヌereIvl会lu'.-ScぃC'!amanien.Les effet" alin:en十日Ires

J(;-;o II川 ';l'fd JCen-LollisれnchOll(d[r.)， S吋"μllok:29， :d9l 

ー ~.Û、 7' C; .342)28S0



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

なお、 200G年改 11 に J つ守、 l 相i-r 的物質的援助~'\;:務 j は l 共 1μlfl:.l:I-J~R:持、

物賀川援助義ft、Hl TIjJJカ義長」と再主 i白→ ~rしたが、約七[ドコ件質を世史するよ

うな立 は I!Uえら札な刀4つ止に的、佼者))，lt;蒋につ u 、てもノ?意、，~ ，-て回itB:で

きなし λ もグ〉炉 f~-ぞ L てよ v 、だん 7

角ヰ{位。〉究il<7)灯台日告損lぺ〉回避

パァクス法i土、パプクス'í'f~m(/)場合、場合によって被ることがある伝手与の的

常在話ιすとこしがでさむ，'-Lごいゐ(Ji>i、典新市民lS7条第lWeliH苦)

¥ごノ

:c ]) 

規刃:~'こ反して、ノ ':J ヶ y、解消の際、併用 HI，対して一切の補償を民t;t~な"く

。る当宇者問の合意!ま有夫J;であゥうか J

在日ミお~(去、一庁/l(J箭計]の12件に I補償支'受;ずる当事長 0)1世利の1了沈ふ禁11す

{)ような'¥':;クス i の条頃l士、す、て苦こかれどいな 1，'ものとみなすJ(述/<l，。

つ王川、 ι的 iW~ì戸の場合であコごもむ干~Ff {íに XJ して{可ι 〕補償も'~;:::r:: :__ない三

ヲる"j t~ 問心作意;工、引力を Jキたない二とになるー景i1、附~;， :-1/39年心人

権宣言説イ条の u ふ l立、矧刊の定めのない私Dへとの契約刀、~ ;J 当事占lよっ

て 方的にi肢末されうることをT当fじする」エしながりも、それは、府il'J:こつ

いての也んへの尚 ~U と、不当な 心的解T胃ιよってtn7t"被った=与える他)j

当事汗の損害対償請求権がHr~院主れ C 'v'なければ認めらわなしとしたのでめ

。。
これは、 f己ボ長ii圭を足立てする民μ 典第 l'~幻交が ~1:\û、的 Jt;::8U いなゐ〉いうこ l

を:車副したものといえる7'-' この者t去院の判断l土、ノ¥';クス;去の丈了7において

i ょ「ノ7 らかに三れといなかった、 ~H?j:K-の門，，)と責任の直接{乃関係ψ確立するも

のとに亡、大きな意味をもワこ計J者されて}る

しかL、 このrT!辛口とれ;lTJ求が認められ向子めには、午なζ 刀冶抗出の下手ミ
を百11明dるf二lTEJまiιりす、その )j 3'jw~m 0) JZ:;~fj主がヰ与に;令書R で &J ることを""

叫しなければならな ν と考えら:;Y!ているドパッケス合一方のみの }~i:}~;，で ~-;rm'~J

ることは、パ yクス汁、に主って認められてし、るのであるから、 Ij[};}常l(m/:'!，j 

"7 '-1 k 7)を梢恥し士L ウらである したァトッご、 方的f~'わ肖の場合の

:-0 Ad~':iú: C~lU LL:: w:r じr;rll:~L. sut月上 uLc{、2.l-;';:~S8. 262 

J 河co!;;sl¥'!u:日目芯 La了件CιitULi:'de la lui ]"t' lat~刊 (r，~ p~， c;:; par :e Cunsei; con 

当ti~~ltionneLJしyつoc川 p.3il9
，'2 "7 -]-~ ~ (こ肉レとは後渋する〔本稿およ青i;{:;乙hiiI-A 

ラー ，" 
L..， ~ c~. 、

~1461 
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研市ノ

照会賠償が認め l コれるよ品作は子~~ほど多くな ν と与えられとごすると桔片、パノ

クスは、桜界首位な=にl'1 1111 ャ一方的に rH~Vf'-) るこ乙がでえる u のであると L

うこ」になり、 r，s::約はす;iJか[，で実泊的;は i;:r3~ヲ」とはゴえない t: (/) 

批判がえよさ1していω九}

な五、当事者!日JO)fi!去にJって、パ γクス鮮消o8Yに 立の:~相を支払うこ

いった違約金条説J)~ .iなものを設定した場iγ その-1，棋は有効cあろうかl

こtl1'_'コし、戸CJ土、 内対ごあふ k考去 t)flといι汁員告賠償の 日みなし的q

与は、右主ぴ)0:1'，消の ~，，~j~ミ}こ被d戸告に補償ずる梓誌を排除していない fj. らであゐ

パッヲスi去に定めの""い内容について

パックス法l土、ど己事省|出lむ件程できゐ大]行や、当事長JAJに花牛するノ、 yクス

のう出呆につい C、S，J.1" ¥-:桁介L/もの以外にl主規定L亡しない。持，目の場企iこ

は、当事省 l~n.:生じる税果と L に雅婚昨(1)楠 !tt~台，~民法典第:27Ci条人当事

i~-の貞J長義務 e 紋諜Jt1，j完〔尺;'l、典 ~f::;212 ;が等が in>;~ され亡いるが、パ y クス

の場合iはト"椛0)効芯を:iL:生させる糾」にの規 l己はない日、ちらl、千どモ γ悶

係γるjjJ呆も、ノ:ックミiJ.、に:J1"1の沼!Eも存在しないい LかL、パノク人.:.J-=有

名もカソプ九/である以上、日探義務を ~i:万三したり、ず}もに i判 -J .6取り決めを

しだしと主主むとあノ〕う 点二'，~義治、 1"リ 'fí-n百戸;生まれたてrzt 司、却する義務などメト

ベ円事長ではノピするこ}しt可能 P ゥうか刊しこれらは、 ~{;1，同に j小 3内平手とも 4li え

日 Pliilip;)ぞ MμdLl(社川.jilαnυLF;')9. ¥)江 礼111.前1."1一(おI ド江主 [斗性愛の

机民的7j.(誌か?J 172見

，-1 Ph ::pp仁 M礼1九日r:c， sllj)r~j nolc :J自 p.31' .... ¥(klill(' G:n:l~_('llni r:'仁川口¥:L. SHtlι 

Ilote 62， p>~~6り

7 ノtソクス IIIJ刊定} と h己引の相 j主 I.~(、につし、て、 しぺrolincI¥-l<':cιll'V C; Flu j'~ 

LenJy.!，'urgfoj'. suþヮ η 口 ott~ ;';1， pA:.j e1父

>; ';-)~A.-'{キ裁判所20(l 2iド 6 ) J J 1 [(!ノ可ル:~'-+ンス l上、 f~， !.l) 点J字表務こも

考えムれ，L ものをパックス当主J音に n'~~Lt" T) レ/¥者主主干lJii.Tは、ベノクスを

i -J I~-:-，i.一生活を送る旨の辺約 l シ定義ヂる民法典第515-1条と、その「共同生活 l

を iカッブルグ)'1日Jを意味するとしたE出年グ)憲法定ピ裁iたうら、出共1μl

休(1)夜J貨は、ベッド乙とイにすることをも汽む ということを涜殺する さら

仁、主~~:J苛事伍j，甘の誠実義務会規〉乙勺 ~d:~法政治113ん条治:3 :日-、γ主主ついて、 j

べてのう士約のようい、ハァクスも誠九(.，:;7室 11 されなけ1.!..ばならなし 'J と í ，~の

これにより、パプクス当弔呂は、生活共料体内義務的誠実な凶行か求められる

ことになり、パノクス当事者の小吉行品には判ムカグ〉幸'1誌が1;~ぇレコ札るという

ー ~，Û、 7'6':W:)2818



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

られるうにそのような内容の什煮は布効だろうかJ どの J うな相;t(r~ に基づ t ぺ

JiPj'-i:;と三才l るの Jワl これらの問題にあJ-，る考え方;二、パ yクスのiLYJ'1井賞ヤ九l 間

つけをどのよろ iユ二えるか(ょうてJ{tってくる f そのぷ4hLZ、Us:2辛(こ譲るこ
(-;，，':' L!:苧νミ

第 1節小指

パ y クス ti 、梧桐市 jllょ;一類似しス方法に ζJ て、!~-:j:J者千 r~~をす ωF いう制J.:j~

的知l有lをtトコ ノブ、当半Jjの日?を脊7主:すると v寸契約的I:!"1引をち 1詳子十年つ保

護技術ーご品るといえるcこの 2つrJ;要玄は、複雑(こ絡み-u-:-;ごいるここしJため、

ハ〆クス叫が細かな規疋名著かなかった専攻については、当事者の包忠が尊主

されゐのか、 {11;らかの嗣I民的制約が及むのかが即4レすかでない パノクぇ当'j:f者

i二、パゾ Y スω;1]史的知!台|と犯~~'0円古川 1H1ク)正で、ィ、 J女主E 土地位にあ必 :bl;庭内

í~:誌が日~\，、ために、ニ守中首問にィ、 L:~\:がとごにる "J 能雫がある 万で、契約 :J'01A~

n王が村v.ために、当事省|刊の究部な〈吉が在日去をな弐ない可能:'1も£る円、

このような従来乃パ y クスリ、の不i仙は、 2ω \Ì~コ己主1f tニよって、わ1:え的保~!t:(ニ

ういても t公示吟能的強ir，j、契約自ケ正式についても(当弔お:u:ク)応斥的i斗!，f;

羽浮]、 ~:':L紅 I~l“し与えれたと Jt1J: -c ミる j だが、 íId宍乙して、

な!{素(j5'えっており、パソ アスにほ的安定位ぞもλせるような解釈論ぞ Fてる

三め(，-:土、ハックス ζv うものを〉うと九えJLかとい Jリ、 yクス凱を探究 Fる

ことが必:i.!:小 I~ J 欠である{そのがt~-，;(;t ~I;; 2てきで行う炉、その止に、もう iつの

非婚力ッブル伝烹技術を見ておくことにする

h述内不安:;L

コンキュピナージュ第2童話

'k~" ':I'R ;~ I-，年治ミれるのである このオル?寸「ン人(こ /)1，コて、 守古川、icYT.{j ll~)\"(. Pi¥CS 

HO.¥-1lNIBLS...ou Lrcfideムよe2nt~__e hO':lloseXllεIs， .J. 2~X)3 ， J ur p.SlS : Laeロtia

~'\nloniniーしのじhin ， Lc parado:x.c dc ρlid，"Ele， D. 200~í 仁br.;).23 ;ιl;::r1C La~l!剖 cl'.c

clJ山 n-Chris:_op:，，_'S;li~:t-Fdll ， s時日 nuh29 p日1'(-)

r マ口 '1一教授l土、 l又知!肘産制il'おいて、イlじ世示じもの川、当事者のやさのヨ

出を遂11-9ることが非J市;一回炉であっ1のい、ドう L亡ハ yクスのわずかばか

りの条よしで司と問 ÆS7j 解決できるだろうか」とお吊す;~， Philippe長lalZturi合?

S，tt山 nolcJ9. ['.31 

)4只1円
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研市ノ

7シ fコピゾ ンコ J としペ~~!主、フラ ι スに f札、て、駄々な次7じで慣

われ、いる上うとある 日本に J~~jる内縁J という召集もでつじある上うに、

非持カジブ Jレ全体を折ァ 段川口7rLいLて使われるこ ιレもあれば、 r昔の」ある

いは「古風な J~F~Jd ブ'J 'Jブルを指す 紋出話炉して恒われる，3こ炉もあれば、

;J:ょのj去的効果が認められる井場カ J プ?しを冷←手法f宇目にiIとし"C~;;更わオしるここ

もある 本誌には、最後の使いん、オなわち、 定的j'tl防効果が認めム;1，る非

婚カ y ブル;;t-tM-h)~1'セ用布 h しとの「コンキムピ è ジー;;t-m 二i こど介 F 品。

法律用品としての 3ン41ど7 ンコヴ)定義は、パソヴス法にぶコて:立法'"

の'1'に雪':;fJuメーられたが それど:前 i土、日例 rJ;t~7; 重ねによ}て形成され{い

た 刊骨1Iのう了析から、学訟においては、 V別の迂い、'1':1'1;関係、正治共H悼ん

安定注。継続性、涜係の出向i往がある場合町コノキ J ピナ シムい認めうれる

J-. -"わプー、

1999今、パソクス担、;こよ yて、氏J、典の に l町時な二二託刈íí~が加えられた F

とlよi)、ノ十円 で:土、ろ y ブルとしてま活する:~'Ì':またはト ，1-;-'::(/) 'Z :'(.の主の

問!こおける安定性むニび継続性を示 9;.モff!;Lj.市によ~亡特在宅"けムれるご廿丈ト

(1 j~古令 1 ¥民法シてお5:5-8条) ，d :.-1:/:'iュピ?ーンユとなってい hJi3J法上

のだ設と比ベマ、 μj全力/プルもコンキユ[，つ ジュとなけつる干とにな〕た

点がj、きな特Mである しかし、コン斗 Lピー"こえれる，めに(よ、 2t， 
問の結合でなければなえす、安j;cl't.継続炉、"、同生活、カップルどンての生

';'8それに刈 L、ユニオン・ F ープル (:eniot1li)lrcj こいつ百柴は、1:I11に婚以

外で関係形成をしている点を限前ずるものであり、「人々しい」非精力 JブノL~Æ 

任である 1 だが、ユニオン・ 'J フルは、!ム奈のコン三千コピト ジ と|寸義で

ある lLau目 ntLCVC!lcur. Lu Iαmillr， T (~d斗ion ， 11οnlchrc叫icn.1005， ~).37) こ

れ九非絹カノプルグ)wy称について、 J，:cq叶i;.，，，， ;れllwllin-;)eyic':，j，¥[1aly:.;:.(" intl"() 

d lICLi ¥'C. .T ，1 cq ~~ 1 i:ム Rd!~;llin.Dれ ichi (di了). Lcs ('οJi('l仲間agcs，~l!)rrυc /t c 刊日ひ

iuridia付r，CKf<只 19所i.Tnni( ;)，:.;0 

Jacqullne t¥ut'211i，" D七yichLi.es eleIllents constlt斗tifscl 斗 cc吋 CU~lna只e ， RTLJ 

cl、1990.p ， ~:3 clぉ

ト，~n ¥laillうCI川IX，])c l':JPPo;cll:，i民 cJ'u:，stιlt:~ t什csco，:cubi:，:，. f(egurds山内!ist:<s

Sll r la lοi rlll 1 S HρL"Cmb1ι19.9り rC/μli山 α11('ケncuυlliU.!.!じ ctμuf!μ!'t{' '~11ι! d;~ 

30{μiaYlfi， L.G，;")J.. 20u:，，;， ])，29:土、こu;コ J キ t ピナいシムめだ義(ついて、市

純(，，::目・・女;定的でi 主続的，~共同生活によってム寸前ブけえれる‘. .粘台 j

とE心主寸札l工よかっずこのではなし、かとするこ

l~49; ー ~.Û、 7'6.338)281行



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

前詩、必要であり、非i言力 Jフル寸べてがこれにあてはまるれけではな ν、 i 人

の男 υ千こ干hまどの女作(あるいは 1人の女計とお:数の与JI作、 といった杭合以、

シヰ工ピナ ンムと Lどは認のられな ν、し 時的なi司係や、共河I1，l';-"r ;"¥，のな

い関1;I:もコンキ iピ7 ンユまされない どが、封e!lli村(工法ドレきjしておわ

す、婚制:1と重悔しに{ンキコピす ジコデ戒す守る叱能性小貞勾係の Tシキコ

ピナージ之、寸本でいみ可;:~骨 :'10内結:土、承14 されているペ また、近税 jV;-:M; 

の性的問係に基Jふく続弁も抗除;'Sれどお九ず、 !記生fF'iや【品/--n持什:.'"、コン

ヰコピ! ンコと L て認め同れうと問、なお、周知円の ~:n~土、民民間帯315 お

条(}):;_Î~ ~'~ :i;;:~ 7cにおいしは明記されな刀、ったが、 ノUの効果のためにほι要とな
る湯舟があ

パソクス口、はコシキ ι ピ)- ジ を't疋Lにものの、 Z の't.J主は巳依然とし

て祉象的なもωにJfliまってL，るーコ/ベムピゥーヤジ L fJ) 女 7ËYl や継続けを可'Tl~i

づける具(本的立と#11"王寺を ;f~めているわけでは士、へょっ~--， :-_-1 .;..キュピプ ジ 1

m市 lグ:煮は従中通り、各事引ごと仁、裁判断仁よってi'IC附ミオ1るτζ仁なるピ

さらtニ、 、yケスリ、!ユ、コンキーピア ジュと認めらhとカァブルに〉のよ'.

な法的帰結がそ〉たらされるかについては i土防〆ている~ j¥ソクス法i土、コ;>:yユ

:/ナ ジJ を長けするカ/プルが要求しうる権利・義務の|切羽を泌べごいるわ

(. ;-でlよな U与

したがって、コン寺 r ピー!一一ジ J の iJ、泊f*~t土告を苅|るためいは、ハ y クス

法ヤパソヲス法山伐の裁判例を主主H討するだけで;土j止りす、パヅクス討ω，V"問
。〉裁判例や Fí~Ú~i;-. も:割引しなければな lろな uめ J ぞれ lろをお:合すると、 汁ン

ここ亡し、う l共同'I-_i可」と{土、 つ屈でr~(})卜でで去ら qことを烹玩しない乞

考え Lノオ1てU ゐU だが、:__ 1 :，，-ごドμ ピナージ J今に i-jえh才iるーノにの辻、l切らj県二つ

いては、 Irij~告が lJt 作 ζ 主れているものもある U ，ìC 仁 dinc RubcJ E 、 Dcvic~ムム

tγJn、S¥;l:i:1"¥j【 111':，1も sujJm 1l{)1( お1、il)0 
I:;;~ lbul 

U ただし、 lS歳以十仰木成年者と性的防係を結ぶごとは、 IllJì云王寺{;j'5227-2~)条

にょっと合ぷのなしものとしこ討せうれる A まずこ。 1;1::1足以 L の~こ成年 rí との抗

出関係も、今昔、がな ν、場やは罰せられる。

判例えは、 万当事者が低亡 L た渇合の賃貸住ちて約干J;:j~、仁志7 し亡、み L くは

本止において後述する

?:; :_J〆キ→ピ寸ージサグ〉辺、l記fA~~芸技術品、終点 lιに汲われ亡いる文献乙 L 亡、

二日誌57(円 :nl) 2275 ~lsol 
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ヰュピ←! シュの保護技術としては、コンキコピす」ンコの4実があるてとに

よっ、 ι、175わる¥可施件があるi1-~~烹( -= )と、 7ンヰムピヲージュ当事f

同でなさ札l_~ -frl~ らかの lヘさを叩孟すゐここによる匁談、Ll iの2つにげじるこ

Fができる なお、コンキ l ピづ ジ lに思められる法的切果は、|十台iU--トも

lこ変化Lて， 'るが、 一こでは、 2印O(i';すlEイIにお， 'て 7 ンキコピ斗~- /'コ lこ認め

よ"1うるJ、I円lJ.た主についてtνうことと寸る

コンキュピナージュの事実に由来する保護

Jンヰ ~j'ナージょと ZEめ lコわる f十二態で牛、 :'1 し仁 川 7::'ッド婚カッノ fレの当オi若

には、その事尖Cワイ(;tJ:に上っ亡、一子巳のi.t、rYJ士古来が付与えれゐ可能Yゥあるひ
その工うなが、Ú~対j巣に円、て、 l問主Eの発l:i:~ .l~吉 JIH:ラナ ij と~ていくこ!- )会-{)() 

2ンー¥'.ビナ ンユ終f授に?ととiLFる7耳目':1 ----A) 三、コン点ユピプヤジーf

存特1:'の同駅 (T-B) -Cあるこ

]-A コンキュピナージュ終了後

1/キコピす ジ『山終 f校、コシキュピラージュク)当主ら何であった者:二法

的保護がよJ去らjiる可諸性がある 当該コンキ :3.:<サージコのれ (1広fリカーブ了

。)死 i である場介i1'1 と、~ )j~!0都庁jである場 1守':2'，とにうj、げて慨出する

方の死亡

「ンキ~_ Lずージコ当ii:;片の一方が9Uごした均台、その北村に経沿lド:;:'ニド、有

Lて1:'.1考しごい丈コンミ工どナージヱv)他jJ常事省が打、寺に|木l窮1るという事

「九が生じる そこで、そのた亡が第 朽のィ、打、行為し ζって引き起こされ九も

のであるj詩〈に訂守L宇治泊求を認、存Lたり

借家法卜のiえっ苓 をす〆'0 とによ〕仁、

(il，I)， +1会材、防法の似謀、“一
二Iン弓ユピ斗 oュの生(1当11'--(:"

M2rtinc Fc1L Le g，n山何'，ltl刊行 ducつれcu!n>nage，H J. chcLU 十 198~: : Ph. Dc P:lW' ct 

1-<. lk Valktlwcr (dil'.:'. 1.'11η日11lib;-f， BI è:y:an: 日 r リ x('l~cs ， 1992 : Jcan :-l:l:肘rct

口川じJcI-Il1cL-¥¥'cill(人 Droil仁川l.Lu fI1mjllc. Fr1Jl!laIIli1! cl弓 icdc !c: /amitlν2(-' (~{ 

L口D.J"100 日 J口日仁;l;-L~l)nllie;- !)r()it ('11，'1:， J.a，f引 nille，!'el1fmιt， le couNe. Pt'r 

りり02: CaroEne Fょe江itOこ且e了Sごよ訂 ，slrtr，ん no了e31; J七2n-Caud2.::5:"rclout e十Lili江!'.e
[品川 j/iI咋川川!l'l1i!ibre以 lfil出 ω"

ー ~.Û、 7:6'3;) r; )'!81~



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

。〉保業うていよれ、いる。

(1) 事故死の場合の損害賠償請求

コンヰ乙ビ Tージーの 心当事者が'-1)者のィ、け、行為(こ二、て死L:しに場

台、殺されにf也刀 'l~ 予告は、力W~: ?íに士j して損害見;債をお))，ずゐこrができる I

これは、長， '呼応jをかけて Jうやく判列によって認められたものであるい

f当?当うネ行初ノ~J人、波:致党F侃7l;，E良己ヲ h却ド:はニ このJ己与害与杭竹慣全コ詰百ミ立えふ社+1'耳菰点し、いた 依波与玩誌i己;民守事手九o_{己仙i¥l

乍7F円;日7引1:子引l日l決刈;はZ、ト員告の誠治や初;:;l- めには、~'>" ;、げ.Hよfポ殺されl:"rr ~陀な
(12gitulle 利益』ドなけ九:まならない j く、刊示し、婚相のつながりがなく~二

;:I-ii L::いた場合には?の千IJ泌がないとしたのじある しかし、 19:-;9庁、破段段

刑事部:土、当ぷコ:/~';ームピナー/ムがj女ノと rYJ てν不氏問係ではない時台、ヰ台当

事者からの加害者に対士心掛壬一目的当請求がul犯とあゐことを認め1.:"'7，

このよ与なLI:':事記と刑事部の見併の泣いを統 Fゐため、阪?立た合同部1127() 

年2打21C 子~i;'1:;' "，:;; ，以下のように判 'J、したーまず、~注目主院は、よ記事背任に口1

す令よ立法リ1，第1~~82条 l ついて、 ， p-:_:_.o)場合γぉl て、指令昨債の町A~!と p主

の間に J、的関係がι{:t'Jるこレを要-'1'L -n' な~，)J レLたυ その!で、訴審ず

ある持訴院が、 J 〆ヰコピ~]-- ~--- ::-'三 1" 当事与 1~1 にもぼう-fI に )(J しても権相を 7t

宇え立ないという.'ft:l:-:-[ t:3.' ~ jし Jシキコノナージ J の生存当t者からの援害賠償

11~3j;く会来却したこと J ごつい亡、 ， i"~ ì~t~ :J ll 治 1382条の二'~J右手ぞれがさんでいない

をEペに服さ寸Iニムいよコにその長}とい追1-1";--0..1判示L、J空訴審判決を

破烹したv 二円台j円 jヨド判決;こよって Jム7EギJでl中渋川のない I/ヰユピす

関係であ J たゆ合、生存当下 jキの加害-{i'に対する損害賠償詰ぷが認められるこ

いう原口'jが梓"されたl

ここでyニポ「べきは、コンキ ピナ /ゴド休が ~ä ， ú'jに保護され庁止が:な

干tまと J をも三 i剖係であるとされたわけではな v、と， ，う}，~である とはV¥X、 7 

ンキュピ寸ージュが事実トの針lt?であるという l 点~:.も J て、保護，ι11ì"!にづる

こ J も 1/ さ~-C' なし ， i: ~9 ;~!吋あくまごも、 J-<事責11 ペーペ L5E すみ i山J、~!.~'，:: 13K~ 条J)

ユ、ン

削仁川 s.ci".. 2;' iè:il~d 1937. Dalloヌ :)('r:odiquc，1吋;-)8，T， fl、円。tο 日 ¥ιlvati(

D. 1938， 1， :121， lH!LC G. ¥Lrいl

ぷ Cass.crim" 24 f守'tTlゼr1%0. J，CP， 19;;~) ， n. LlO95. n:.lte L Pit-;TO:1 

['13 Cass. ~nixこを 27 f三万rier1 il70. JじP.];)70. n.16305;D.!ヲ70，JI， ，;J.2Gl. :10十e

H じf川lb;ddi札口!日 1'D ci¥'.. 1自'/0，p.3~'込 ↓(辻、 C;. Dun、

~lS2J 二日誌57(円 :l3:J) 227:; 



主号沿;にあてはまるかとう刀、に J って jlJ訴されると tη 三とである，~

(21 社会保障法上の保護

研市ノ

十十ゴー';fj~l:三~a-~ ~土、コンキ L 三ナージ LU) jJ常事者が死l した場イ干の1liZ);当事

者の深誌に舟LhふL、三ギ二目ポすずに 疋の渋川幼果を7己めてUミrG}主会保込j去の

t寸法では、形式よ;も半~(，ニト!IJ :_た保護が求められるためである

:I'， TZl:ー l干全円高;1オ

外P 時金kは、下十会保険の被保:泣t者がタ1'，iLt滋f干に、受給持者に対Lて

給付されるもので(社主保障法夫第360条人受給権 E にバして、2!::~主被保険 ι

がえヒ亡時に家庭に提1JtL"Cl.リ二代人山 ~-~ヰ:1'品世ヲ之Jζ i，' j ;--i均キもつも())ミ

ある口

この先亡 時金~J 被転険者の吋亡口に 二jf:主被保険者に士~n均 主体的、

継続的に扶養されていた省、こ、係先的仁左、し、込まれゐこ規定され亡い毛 [祉企

i込町jJ、英治L.361-4-Ä~é-51 J亘)乙己のため、 l夫質的、全体l町、統統l:r:.!i二十人?を手

れていた」といろ，)::1'1 i 当てはまる E うな;:';::告で、~，~1~~険省とコ./ ~\ームド T

ジ1.:+J係にあっ九者は、タビ亡 時金の給付を受(，~--~司詑性がある 2 いうことに

なる、しかし、定められた周:i..i:においてよの喝弁梓を接民しなかった場台、死

亡~R，，~金:ょ UJ主hあるいはア]'だトJJJlr_l_;-ljていなカ 1た自;悩材、ある:.，，;立パノ

クス当事長それらの告がし、な L 場へは死者的 TF高や村民に ~i;::; t)当てられる[什

会保障ì:L -~.L .:~(-)1--4-~ミ第? J'立)べつまり、再ら惟干じを上Ifjにしない;去り コン干ー

ピナ " ，'， 1埼 1手で)~号;ていた長(工、#溜されえないことになる。

長 労働宇山づえのji占eiの年金の給付

f十三ご'fl-~I~:全法で保障された;)的事政によコピコシt- .:1.ピテージ 1の h当事-J6

が死亡~_/ 場合、ての7Uコンキコピ 1- :.-コ関係μ あ)/生弁当ヲ(i-~之、バン

クス当事釘ベコ配偶苔と阿保 vこ、 U~-'! 者。〉千戸IY.O) 部j}-ζrii!Wfiの4号必γ全を交け

取るほfiJふ hつ :. ，434--(i免このほ手 Jが115められるためには、

コン 4 工ヒナ ジ L(7)1舟hfが当議事1:(，(よれ丸山¥'-.構築されていωこJ あるい

は、死亡:[(こおいぐだめら札た問問その河係カミギ;売し亡いたことが必;}~であゐ

会q ClOli:dc J:lnlIldl:-P¥九日 ":'ClcrgcHcc d'llllじ nol:oょdccouplc CIl C:'O:l cl、1
RTD ciy.， 1999. ;)，27は、門会t品、:おげるカップJレゴ〉主併と民"、lおけるプ， ，プ

ルの去ら，'1';:まはうさ!と7?けゐべきであり 1 紅会法(.，::行けるカ 11レの古5rは、
経済 :~0~/、存関係ごあるとヲる。

ー ~.Û、 7'6.334)2812



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

1i"J :"'07':'が、斗該 jjよュピサ ジコ当半者I{1Jにi人あるいは叙人の fと

もがしる場合;よ、 仁百しの条位{よむ求えれることなく、終身三五全への経引が認め

られる(同!-.)"

以上の保設はあωものの、出J問者千パプクス当 j1"--1ピi芯められているj果敢;で、

7 ./キコピザ ジコ当半白 Vこは認められ tいな C"ものもある"二/キコピサ」

ゾユ-:!:i守1- jv，-'，:，止、'-fj寸下町 l 二 4 る休日誌についどの労目~d-:jli-~事 L .226.-1条の~主会受

けない戸、可設規定i止、配偶者三パノクス，~~ ~-昔 l 伺泌されているのま庁、転染

平治，d)1.ザj2戦年金についても、その授与的 公刊が姑かであるため， ._] ./ ;¥ 

ピす)ンコし)/:，主存とゴコミー者(こは支主主与れλないc

(3 ~ 借家上の保護

コンキ ピトージムの両当ヲユ音が同じ注ヨ:こ住人で'，'，/-上場合ご、そのzこを賃

借してしげのが死じ ;1:二 占当事省であった場合、生存当串Jiはそ乃米をUJiJ: 

ければならないのだろうか。 貯の同期について、賃貸借関係改丹に院寸る1939

ギ7)jGf-ii7)法律第4G2~;第 14条第自問 i土、 p" し七賃m 人との持係刀、 li;J-];O の

コン午?ピナ ジ J 関係むあ c，九者 l叩町W)Jn川、t川町 l、あ~~ ~，ミ(二、タビ亡 1 ，に

おいしょイl以一死しした包借人と![j'日していた怯扶養ィゴに、当ョ矢t3:~J: 1'告宅約か

移jよヘされるとしとしゐ ての移ι、[よ‘当事者の;否目、グ)衣l同を f要と寸るーとな
く、法律的効県として!Iじる山

hで、死亡当事守が!灯告しといた家いつ人「包んでいたぬ合、ごと存;当ナf'f"

l土、同"1与 a清副，などがない以 i)f;f民主されえな ν、。

Lソト、一方当fr.:;O:-y七亡。〉場合中概tfr守ると、要保護状態になる他方当下村は、

その主 1;' 岳民とする-f，刊:t:]Rの法的 í~-~ii*'~ 主けることができ，("ようになっている

J考えごし山戸ろ λ) それぞれの定じの巡旨l見合っ汗些1'1ーによって当?をiJ、的

保護の付与がなされるため、 ?のf-+.:設を必要とする Jうな汁 J 二平コピフ ジコ

当771rにはでれが IJえられるとと→えられるから(ある J 死亡当事j?所有の玉、で

何 l
l 級津レベルごはあ /0 が、 EK判何一乃尽には、手ごうiR~ なコ〆キ ピ十 v ジ y

0)場fT、その'j;存三三半者カ 牝 L~~長者の玄;閉していた意思に有って葬慌を;1(

l)千うための資併やもつことを J子、i沼したむのがある((;¥i¥gCIl， 2:) j川、 Ci1999 

じ¥¥.' ~'rs ;l i l k-~;， 26 ma: 199D! () 

川 午金也ボl音とある者のタ乙亡後;一、記明者に住利tgijι、によっ C主桁さ2しる午

合内二三 J

児 k礼n-Cl;，，，'dclLrdollL cl I.-ili;i';c lb:('()，おlI{)nf ; οu、 8~)_ ['.1:2'i 

二日誌57(円 :)3:')) 227l :lS4! 
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。)11"'-:'ノ下がそのままでは訟められ'-.i;'v司、羽，frはあるが、当場者めの景等に」り凶

:If:Iマる Lこともτ詑でJちるし、ド;-Jr:-~-~. L -(いと生存当事計には死亡 時舎が支(rEさ

れるからとあろうから、段位恨のf;，ぷ告はなされている ζ r;.off日でさる

2 方的破棄

コシ午ーレナ ンユ関係や-/;rY'jにt干押された場合にも、その丹:-u!討に科済

Ú~:"::.{j左右いて斗日しといナコンキ z ピ十 ン J の他方、i:i-~-者長 1"*設寸乙必要，y;:

l'じ.';;)c 少し、不[1]収力ごあ必死亡の均台とj立って、ゴシ守コピ 7 ンコ!主1

係(}) 1i ll0j~平副は、~1J者。〕意志によるものじある このため、 方的解消を

ちれなこI ンキェソナ ンユ叫事長の仮設は、死の為竹よりも i山定的なものこ

なっ亡いゐハ認約九九行。のは、解消者¥'，-対す令指筈括償請求 (:1:.)、治拾の

請求'，:2:')、扶養料の請求 ('3りであるらまた、 iLi'云による深誌とc、わ 4
かばか i~であるが、借家法トグ)íYh集 (:4:，) ;l:;、あるつ

損害態償請求

コンキコピナ 〉ユ同係を 行USにI';;l'?nされんこレをもりて穴i1、訂正LシL、
fltlJJ "';争訂が解消去 iメ1し亡、そのm穴の町償を求めゐこと1"';ごきるだろうカ戸
大， jc 玄 i干に関するズ;~l、典 ~f;1:-_l82年iL I 他人に損害々主じきせる人のけ!九;よい

かなるものであっても、ブォ-:- U，illtCj よってヂ才しをモ七三3しん主!一、

それを陪約十ゐ義務を負わせる JL Jlてめ 'Tいz( -; 01-，---ト〉は、高任発生の役
割Eとなるもので、な"べからさる二とをな Lたと t、うこと、あるいはなすべき

ことをな主な刀 1たと νっ二三え指L-，YCtJ:によるものでも 且立はないが宕

漫または斡干によるものでもノォ一、となノぅ。仏、u去り弟1383朱コン司:1.
ノコ問位、の 0"Uヲ f~l消 1' ，): ，;， t説会1これët~:I:-)J二を ~r怒 >'f ふにあ/づ J ては、

プア」卜が認め 1;)れるかどっかが大きな判廷となるυ

コン::¥c，:.:.. 1:::<-;1ージュ)~"-氷山!とし ζ'mdir::[['( あると:~iしζl守、るため コン

子工ピナ ンユ勾:f:!- -);がJ に崩 ~~~í 1_ても、それt;けではフょ 卜を十主!札Lな

いと 1" ろのが、ブヲユスの判例‘学;0tの HLた怒Gtである，1:， ~!しこがっ亡、

t ンヰ三ピサージユ lr官、を i山口 L ただけむJ土、当該J~g泊者に照会日存償責任は

~':-: ;-)札niHf:'Hlli:': Weilltl"， La ;::essa，ion d，;じυn;::uり!日只e.hc叶u;int-T~ulJe ;lin DμV1:; -d 

(dir.). Lcs c(:i!!1r!Aii'1;2"は it戸roc/1cS0乙叩jlrriJiqur!， 山 F印 20tぞ i8，'1'01目立 p.119

J(;-;o心lrb(ldlicr，lhっιl 川 1.Lμf'uni!le， 20~ 白.1.999. p.68/j 

ー ~.Û、 7'6'33Z)28i()



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

じなti 2 しかし、その解剖刀\段士者的損守を引き起三したフオ~. Iを特俄ノす

けるにトù;有グj~寺 !}J な';l情をA半う場九~に lよ、 アォ ト会情以寸ると 1---"~C 、桜子守町

fi:i古J干か当定されてv る〔具叫、的(，:ソすー卜が構成される場{:-としィ:二、 J1r

の3つが挙げらhω

お は、|埼係成す時しつ事沼からくるフ i--}である"例えl才、汁二/キコピサ」

ゾユ悶係の成-'(1寺、 51;こいいすすむ気:二三ゼるために婚姻そ約束しだ均 実|祭

;はその気はなくコ〉キュピナ ジ l 関係になっ f 者、あ L いは、汁会Ú~t:2{i'r 

によってず?ぃ女刊を誘感し、彼女に設へ河-Gf;を決'L、させたうえで彼女を事てた

ような者は、アォ トがあるとされるι

会合 :土、コン ':!'i'-_:L 1_ノナーシュ照的中のアォー:であるべ

しては、日正貴ヰゴ生のものが多しitうであるι コノキ J ピナ シ ι認係にあゐ夕、

こ0)ソォー)-1))-:'刊と

判:二弁 L、伎が協いて vミる刊にたτ共i'{-十むよう訪い、占、iL士も引を与えるこ

とを約沢した役、保止を棄1る4う令J品f?で品る日三

第 は、 hitヒ心〉ブァ トと問!.~まれるも cγごめる口二7 ンキょ戸ナ ノーL問 J系

1"れi'lのれ、が F著しく 員!Iな民合にii、その方ij、!こ Yォ がある::-~れ-~の

である{具依別こしては、コ〆キコピ f ジ 1.1場係にあるな刊ヵ:京阪りうりで

あるのに関係官主話会 J たJ品合がぶごlずられる

これらに当てはまい プナー lカ認められる場やこいうのは、実際にじ少な

Lかし、近年の裁判例:土、解τIJずの民とド主任をできるヂよけいよぺ k，!J'.わオしゐ

Ji~ く認めるようになっている

ヲiえl工、被f:'!U:刀第 1民 t'-?1)HlJ8年 4月7日判決"i~よ、--年の!七 rü}~ìaυ〉後に

不意に追いJJ、っ手 J ~:'，-'う事実、初日よ J して家庭とゴニどもの養育的七め:::f十

手をあきりめるよ λ桜〆}二L./-，'-いうポつだから、コン必 lビ 7 ジ 1わ絞菜市に

プ芳一 lかあると認定 J たυ これよの事実からは、フォ一人うあると M えるほ

ど彼与さの白保が苦しくpfaごあるとは考えにく川裁判ir-(土、波長された朽:二ヨミ

-:~ /:はV，えない主うESミ i'-' 'jトf1'~が括 '1 Lているこ Jや重視Lて、紋j'('，'にはブン十

91 Cass. l'、cI¥...7 octobre 1リ:-'1.D. 号58，pA~)3，吋o~e 1<. S~，vz，éiεム

日しa公ぉ 1r<>ClV. 7 a、ril~098. RTD 口、 1998，p.SS!l.οbミ1.Haus山
同じ八}幻i山口UX，4 jan可ic::!():):;，日r.faEli~lc 2000. co川:n.n ':-:!-4. o¥}:，. H. Lc~(，lI YC 

Ci¥ Rcnw':oバ jllIl:l¥J¥JD， Dr. L:itdlc 200(1， ccn:1:1. llol. qbs. H. Ul'uycr 

U7 Cass， 1 L勺口y，'/ ;;¥Ti: ~~J~J8 ， :-{TD ciy， 19百九 p目白4-.()~)~'， J. JI礼11らeJ

h
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研市ノ

な場/，でも、ブオ iを認定する傾向にあるとJ行持されているバ つまり、

17ぇ，という智正念刻、I10)役割がn~J ま;;、実際にちとしたJW再があるかが

藍伍されるよろ i な 1 た Lいいへのである。'-~ !んがって、了ともが1"る場(;--.>;ヘ

岐草されえ告が経洲町に羽;J.i.していないよ号台、 方内仮:w;をし l~-~ に Kt" 主任

が認められる傾向にあるご

このJii'l、を採ハた場2i-，';1二|祭1.:j民与がどニェしている戸、 すなわち iに15f~;i霊山1 の

ある者に、呼 in者からの補償請~ ;'Sせゐこだが'1自ιーなる l-l'、二の場手、の長
宵とは、 r~~ J~j 的以下写のみをf止すと考えられている<J，J たがって、遣オささ九た

tシキ ビすージ--~'jJ-者が{毛済 l刊に独7 して v-，る場合、 1:/"出土ピヮーーシサ

岐i、主ってりき起こされた l車ーのね芦は中古宇 .1↑~-tl~i 舗であ/ひということになる

f的、 .7..(jコ占 1市が堺~'i~i者の%に非評されるべき行訟によるものごない限灯、日吉

ぇ~士与えられる~:Júはな

(2) 清算請求

つ/ヰムド←ージム当事主が、彼らの共 11;生:舌に閣わるヤ物 ffIヂ ノ!jのず1誌

で溝J、Lてvバ45台、同係I良部記係lhi 、他方三j 辛苦，~-::-1μjの絵手11も予告らないこぽ

になる{ む当事ζ心みに収ヘ力、めリ、恨ん当事荷は家事に尋:;:>'-;して v たとい

っ場合、ごのょっなごとはり易に起，-， :'Jうる J 予の京公平を是 lLlj、f"j..方当アf

桓にもエデツJ、を ilif_?i~するという !)i去によって、院 í!'、解消 3 れと当事-~壱 í~-~~:rヲる

とい 1 こ〉が考えらιるA 半Jf吋:土、以 1のぷうな予niを使って、コン寺 ピト
ジュ1祥消「主的財産主j訴の沼台をtよめてきたっ

l 了ゾ人 ~(í)年E 合 J 時:1t/ 

¥!〆

l事実;の組イ'i (，、 ()(ιd(~ d(' ~;}iL~i J l心とは、 2人以 Lン)4iによる集尽に調

合必約特有のl員会を示しではいるが、そのう:l¥:S成立の汗めの Fベザわ品i件を完

全;こは惰去てし、ない制I_'{':nここを ν、う 設担;1折;.;:、 7 ンキコピ斗~- /'コが l事

:二当 UZ王りうることに咋円し、「守1-;1二 Eの組合」の-t:t>:牛舟 jょlj

同 AdeムピムeGOlltterlOiIε仁ornc:.t.supra ，"o，e 62. p.2/;i. 
ω lhu!.， p.~70 

nり ぎ弐トti:z_~1 され fニ組合 (socié:J nec dc faic! J という乎び方もあるコテ

れは、慢を史的省が相iT員であるかのよ川ァ行為している力 炉 {-ì~x' ¥';の必以な

手続を夜<Jしてし 1ないものを指す呼称守あゐr コンギ 1ビア ン、がこド丈組

合ヴあるかのように見えるこくについては、自主告によって、と ιらκ〉呼')')らも
さ;!lるふろじめる」

ー ~.Û、 7 '6.33(;)三内号



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

合る J ミなコン Tュピフ ジュヂ解消されたJ持行;こは、制-[/';-剃匡7;:の奇骨と1"1じ

ょっにご7 ンヰュゴサージュ斗同事:~'~与の対)ャ院f~(.')i:青 iょや l忍める，訪日、斗i仁、

当事者か各々の所付寸る則産を共同使吊おり、共同/:'，1寺内安応-yうiJ呈Lた"

子るレしう:、|百j生活のt，*があ之〉万けーペ土、「事実ょの組合，('li忍めらjしない、

事実|く刀剣/;.-であると認定されるナめには、手刊行員 O~出資 その出資;こi，O

じた手'1外 出火円分自 組合が1~干のぜ忠 ζ ドワだ組合契約そ等改付け令 Jici言が

必要寸あみシされごいノJ この方 J村山、彼投寝耳事宇部~OO.+守てう月二什?子::，"人川、

破政院第 l fC.辛部2怜4江 5 月 121→判決 ICワ乞いった近干の積投 ~;;(':;Ji* におし、ど

も可tif:j'ふさわ亡し、るこ

不斗利得/ノ¥

方当字音が則産をすべて侍っとい〈となる

と、京事を長jllc.'ぐい/二他占当事省にとっては、情手Lこ不当争利得子ある」う

;こ早まわれるつそこで、小斗干'1叫7ム時を"了J干:'1る二とにぶつ亡、 1青告を認めるこ

コ/干 ι ビナージ~ ~:千丁目干に

¥..-，う:と引きえら円る

フランスlおける不~千IJ{~-:J 、判例一確"されたもので、 l.! 一方の予l汁号、

11) 恨んじりm央、 ιj利得とす円宍U)ホ81%1:主J係、れ! H1:;;，を:当 11~する法前日凶

カないごと νi I阜主?刀ご予三Eしうる1刊の訴権がない F 三、の九つや t甫たーj--'品段、

不斗平:J~-ヰ返J:-ßWf:格が説められる

裁判!りは、 j抗告側(1)コンヱ早ムヒザ ン :;.~-~-1干の頁献が、 j毘 l十;;:Jコ)'、同生活 i

Jづける~1'H を設えていたt母子干に、他む 1事 ;/，-(j)イ、当不IJ況を認める υ したが l て、

Jtf'，;::の詑ゴEを制え、↑「報酬む倒主、 111'.方当つr.:tちの収入に亘i吠したつン弓ーゾ
ァ:1.当事占で、 l事実 l:.(7)相「7」ミ盟副~.~-ぶってはぬ?汚されないぷうな当事

者(主，\J、イ、~手iJiワ返還戸 )!U;':'可能ルな乙 万で、た[ごj生 i舌への参加lよる

。IC;川 COl1l" 2:-; ;uin ~()04 ， [)， 20()So，とヲUn，E1.])，:::969， 01円 [)， ¥. ;，~m 河口

O! じ三S叫s.1 じ 口..12 [臼J~ん冶れ山 2(印貰04 ， D. 2引00叫斗 J1.1了 p.28ぽ¥df必i口O叫l~; (心jλ Lui出llir.引lリ

{川)川1 二の要F汚件，.は、小二i引j付ii、涯が「京、告が'/受Lうる仙の訴f企がないこ正」を
不当利得兵権)J\:~:~:， の事1'1 としているこルに内 j: ヂるものであリ、実際、 l 予実

: .0)柿什 J による清詐請求。)伺f:的請求士 Lて、ィ、3利千:?による青詐がヰて技さ

れるごとが多いι しかし、近年、ハリ七~Jh; i0~:2:)C4年 j" 耳目 E 判決(し\ Pari:， 

~，)じ山\. '2 0 引 ldbr~' 20()，j : D. '2G03. P:lll. p.818)法人 l不当利保は、 (l事実!の

組台」のギノェのt/t:弁をなLた絞のj 柑iプしお名義ではなく、 i-f¥'"泊名義で緩y一日さ
れなければならないJ と1刊断し、ノp絞り動iiljかi土日されてしミるようである

(J(斗↓ Jarqd九】(ヨlOllL，;dハ 0<LlIid、↓，>:;';(';111，sutrf) nocC' 32. p ， 8~ ，1) 

)S只1問

。
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研市ノ

子1制刀、;金堂のものであと3場fTは、不当初ネコ返農請求は去なされることになる。

てれらのHQ，よ、他方から支けに』記長、あるνはこすンベーピ7ージュ当1'，守開

にrriiする受旬勾係の代官であるシ評価されるのである
事実上の也台 j の古刑 t し λ 、ィ、~:fiJ門医即の ;'tt寸;こ J ろ、コンキ L ピ f

ジコ解治f乏に ~1-rr:潟 H~~ を;青宵させるための れら.])解決方法l土 安門が院しい

うえ、コミト;~-~(l)裁子:j'j"，の刊断基牟も不明倍 Cあるといえる

謀支出の償還

な β、上記りノゴ法(，，=J ぺてIZ守 jJ;'~，t!.めら 1 るのは、コン.::\-. ~-r ど] ジ!マの

;Ull止汚，1'に得た積mll比刻Aiにづいどであるc .;J，~ Pl牛υ"のために必要な土耐を

jJヱ-事歯(1)ν下が行っていた現今であっても、コンヰーピナ:"..:1...終 fにあ

f って、ふの止 IHの~:(症の償還を他方:ぷめることは認められてし t なぜ\

このことは、従玲恥告書 l 民事叶;ヮOClO1;， ~り日 17 H土佐判決」よって明らかL さ

れ亡いる。主烹トグ〉共同体がコンキコ三7 ジ←-，.J:i-tr湾問に存めしたとしに
~)jが共 :1;1 生 i古のため l なしてこ文山{表質、内令、家具両Jえま百(/)晴人) (/)-:j:':うよ

を、コン午 J ピサ ン z終了にあ止って他方が幣還「るこ}を認め μ デづジョ

〆日沼早~);; 'r司決を、再，;:~~~'j(;7J{?言!だりてある 硝!主むは、ジ)法律ーじり士~_'ÆtJ、

つ J キ ~y ナージュ;'lt，;'fグ))l::~'J 生 i首 L の費!i l t'，担のうj'~_W. を JJi :;-l~ 1ごいないの

てあって、この l立を表l叫しんE士、刀ない浪;ノ、各コ/主 ピナ ジヱ吋事伍は、

同与がなした日市ごとl舌のXd:¥を負担しなければなりなし¥.Jc判示 1 ，，~ 

こり;リ況によ勺仁、民法 lfjjヌH条(同三間告の結立うJ、川-¥:7)規定、Jj'zへの訓汗
lこ!心じ、持配偶 Hが;1担する!が ~-l :，.ご手ュピつージリも及ぶことが :l~_j:íJ~-~ れ

七ものJどえ九わる J(h。えが、コン九ュピナ ジニ当事省 I~U での支山のう〉討

がイ、c:能である Jされれ わけで 1土ない}イJ，~与え院は、「この，~を友明 1 /:~ ，t:-、巴が

ない恨;ノ .7~キコピブ ジコ当事者Wl-¥.守口>，口は却されないと L亡M るので

あ :1 、こJ ンヰュピサージユ::!:iTr~;当[ょ、 JU円生\~ì :二カかる支~W を Ilhj -;~む分担づる

こシネfi，1まずみこどが」ョ能である この俄訟|見c))'1"場l土、バリ控訴院20(H

(U Cass.， l'T:' civ.， 11' ()ctobrc 2000.:)乙O(}よ， jllr.p.49ιnolcl( Cabril1託、

~(J(l 2 ，日Ollun. p. 611. d;~ぇ .T.-.T. L(;tlU:1Lltld : RTD口、 21)1)1.p.i 11， ob~-;.~. Hれ:ょS~'l

Il 

"口 f，札口(01芯守 口。cムiilt'了 e:日行1ピngt'了 p ¥.f f'lιn SOUCl礼n"'.nien.1.1:':> 2ff巳tl' 
i:n22t2:r2S. lean Hauser e~ Je江口 Louis Re!'.cllcn (dir.) f，ltjう叩 noこeり:l，pA作7

(I(j .ka;，-C;;:lllflc 13nnl() \l、~ Li];;-d}( ;{i( co. s，ltm nol(" 8~ ， ~).'~O 

l~fi9; ー ~.Û、 7:6.32S)286fì



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

'1" 10片29TPJi叉1('-にお'，，'，ても限設され ιいる。

(3) 扶養料の請求

コシキ~ピナ ジ工当事者向にl之、たおの場ケ;は認めとJれ。離婚時的j}、主否

定期今?対立T給付に認する~，定が i阜市きれない山 このとめ、困窮す之↑1刊IjIl

当事Eつ冶裁判:.--C'fll)j ::::;fi;;斉を求めたと 1-(も、 その点求;ま認めら1 ない「 し

，H，、それでは様、ιに反する場合も Jつるドそこで ソランスの裁引所:二、こ!:/

キユピナ 〉ノ工グJ 方 Lj-41-.者から他方 -~~i ~-音への tr:交の古伝去認め;;:;/:.-め t 一、

Ur人幻唱という考えhを活岩して~る
白渋(奇Jj7 とは、訴訟 ~_E百点1 る、とはむ主なし iが、;干意しJ履行ヰ有もi}:二号eii

可ることがで主るとい)ものである吹き書l~;.; r:，条第~ Jf().) 1&汁所は、コ

ンキ l ピF シ ιの ノ守当事者から他方当主音へ扶究科の白発YJな)1、い込み r

なされ工事実がある場合平、 五1J吋也/わ」抜安手干の払い込みを約束 ..cいたよ号

什 出子をI'fl~'; 九せな いという主然債務士認めているこっ王 il、 77当t者か

らっ!!、いもまれた伏安料{よ、他り当事首が有効¥，-うと泊する kことがでえるという:

シであるu さよ川、裁判IJ!I;i-i止、コンキ λ ピナ、ジ工の 方当事者がこの自然伝

務的履行を約取した場介、 この 1麦 lJ}が見事上J;侠符になるとして、訴訟~"古求

する F とも正J、めとし。

このように、扶養料のとよ、j~みの約~(を口然債務の絞行承認と iうと皆， 7ミ定 γ る

干I~ 出ては、陪5 やi~強(1) J::うに形式泊夜1'1を制11える必変がなく さ三:ーそ

の履行(土有効な情，gu)履?ぜあるため、そのおが叱ょしたjお守に潰円分権利長

から込習分減殺語、'i~;ê 'J:~;- る干とがないということが寺さげられる 1 かし、主

的で;夜行。))j訟を明1_¥2.:___ていなし、士号作~，~ i土、自然法務(!)iji1T承認があったとの

判附は、ずれ土審裁判じのj;k歪に依ギヂ廿さ心をえないI 叫が、多くの引決h土以iJ 

承認を認める傾向lあるようである

(4: 借家上の保謹

見f昔人である )，当事者がfι寸令改 ~f::cト場介、モ告訴賃借人ど問'hJO)コL
l;=- ピゾ ジ 7の湾係にあったJ守、あるいは、当議賃借人と佳居投薬(!)F; (，こお

いて少なくと b1ザ当ずその-/1"ζ n日している相互十士食者のために、賃貸1t守男:iÍí~) :'ま

117 CA Paι目立i)t'ch， A. ~9 od山re2U04 ;日 2的5，P札n，])，813 

吋再E必ワ)均台には、配偶右のそ"ぞ!cの:1:.;:'首条れがっくりだす万、''J怖を是止

するために、持償給j.J に問する;t~I，ノ;がぼけら札ている、民法典q)2i~:~;:己)

二日誌57(円 :l~n2反15 ~l()ol 
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(イ4A占/井1"1係改善;こ1"1する1989年7十JG [Yl法(宇治ili32号::51，1条約

，l JT:J.，との境疋が地jj!~，れるため;= fよ、立m人による n:r;-!:~ の枚与さが突然で予

見しえないものでなければなムなu、 これは よ主主'i'liにょっと以えられた補完

(r;;-7lゾ?であ;~ J&判所(之、投与長の ''''1'1 を殺す?に冶吊しごい;~~，，~jJ になコ々た

めに賃借人が而亡行った場17は、放棄を梢戒しな， ，υ 〆1;で、賃貸借契約の科

む人と£る当事r;に.U~/て ILえな桁j除泊二が7 えム1，!、いた場合、突然 T-子見

キピ討される

Lえない弁しご枚挙であむ}れとい，二31Mlo

このように、 h 的解消の場合の1t~ 引保iえは、訓%に以られているといん

る科目者が突然住Fi~i' を放棄 i るといった場合 C~ければならず、その f/r棄の

Ht疋も;I;:Jli;'f 1'[1::; ~C" ある 併ηi 主 b オ:れから j~\ 出ちれぐここi ンキェソナ ンユ当事

者至っては、イ11;ょっ保護もされないこ jそになる d

以上を見ると、 111かに 占的被交の場合:立、 ノら死亡の場合よりも庁、i引で与

の要汗が岐しむ 3 このため、 定的専.[:t:業'1'"がめるこ号事者であ Jても子i))請、r

がiLiめられない場合がめるといえるだろうーだが、閣丸町(i河fえ生活 t.，?怯窮する

よろな斗宇者むある場合は 1)の;員当賠償請ιが認められる可能性 0<~> ミ L 、 <-:)1

の扶養干の14j求の余地もある n すなわら、上ぷ""，，' 4 i(i) f:t; ii.tt:は"ずれも、!泣:T
kh~ グ)判断に》いと君主判ウグ)裁すに依ると

ベ円事主には法的イ~i~iI: '2:' f ，J号γるん向で解釈する可能主が残されているよ与 J 当

3れる A

コンキコピナージコ存続中

コ〆今ニピナ ジェがn読しとい。W]J)コンミェ三ナ ンヱ主主当について
も、その問係がイチ在するFいう手士をもり仁 社の?)，u'j;¥'.ij果fJ認められる均

λがある。ぞれらの1云自七-~);よ容は、 :1、三者にメすするもの11)と、|司家に対守るもの

]-B 

;2二〈計十ゐこと記、でミる

対第三者

対債権者

4首脳の場今、配{出 J~' (j; 一方かそ~J'jてまたは子どもの }õf: f1のため;負った位務

事 J百務J については、情務の領が明らか(家事の組問テ超えるものでな可、|担り

ー ~.Û、 7'6.32 r; )'!86~

m ka; し剖H'k13anl()¥l 、~ Li];;-d}( ;{i内じo.s，ltm nol(' 8~ ， ~d立五
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Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

吋J二日一lこ対して、配持者|世jで l車帝して債務を問うとされている (T!法主{;j'5220

条)"

jてこんと、 コン『工ピ「 ン~ごめ~，ても 実際の/:'.1寺がよと続n:G，;:長ごあり、

始以しごいゐように見える工島台があふ ~ï: こで、始郊の外科えを{ご和 J え{主権r

を保護 d るために、 ll;lJ~ に J って

f千争認さ札るここがあ。た J

い?ンキコピヮ ジコにも宗司王(責務しつ連'rj-j貫

LjJミ人、明蚊徒指 iR-:j:J-.t;五三()(川信 4 斗 ~7;1判決1川正、 コンキ J ピ-)一 、F 寸

}こは家事佑務ぴ)辺怖を規定する;ス法的第フ別条内治qjはないと刊不したにあく

までも _1>キュ fサ一三ュは1J~'大トの結合とあり。 結姻μ、の tJ.~i:i二のが:)}Jがその

ま王位ぶことはないというここチ f-~qi昨，- ，たものとJ↑而できゐリ

1，2) 対使用者

Jンキ ι ピ? ジコで生活 L ているという陛内で、法H占が抗戦，~J~~ 首の採

用 lfi 純をする二と':;;;~ lrされている ;[11i1、典治22~)-2;長は、 貯 のj'C)J:Jのよ詩子Iを

制:<E1__どお i人 3年の禁制剤と f万べ 7コー]::1(})話会を~*:--ている l 

Lかし、就労後乃コンキ?己ナ ジλ~手苦の保了ざiJ、それほど寺市されて

いない{例えば、円 企業でI:f;rく夫婦、ある v、;正ハソクス当事jiは、川崎:ニイi

給休日誌や坑ィ与する権利をもっ i労働11、典9=~L . ~2:~-i 来 J が、にのμlí~は 「ン

ヰ 1 ピナーンヱ当事長:'.~- ~よ迫 Jl-j (';:れなし ο

(3) 対賃貸人

[/ヰょピす 、jスぴ) }Ji:í手f1'が貸借心、る/十 ，11( に花UJ~ギ認を浮ぴ、

一将 t 暮らすこと tよ可諸だろうか仁賃貸借ぞぷ~ ~こ j品、ては、賃借}たみi占 1げを情

人で占?f1'，(，) j~J善がノえf長人\ -=単されといるt-5ri;が多いーこのため、コンヰェピ

y :" ;J山間方当事??を呼/ν ザ 諸に生活するこ，t_f止、貰貸出う(~/-J で設けられ

た活情人的Jf待にiJt反 J 、主ミ貸借契約。〉解除ri?:r司となるのではなし叫誌というお

それが£ゐ だが、賃借入の選れで人々や '~n1: :させることは、賃貸借契約めが

除原有 fばならなし乙されて ν三品 百借入が市カ~~日【円させゐ場行、 4ι十占

あるいは主主治;茶ついて市;TI させている L 考えられ、てれば、賃貸借提示~の前

除を I1 三~':ヒするに うfな重大公性 iーをノトオとはいえないからじある一;のよう

') C;，ss. J ，'f 円'27:'.'¥:1". 2uO~~ ; n， 2()()4. Jur. 1_~.2~J68. ob芯 D_¥'日;-;eau

i し ~rO~E:e [' r長n:iot-Bet"c日 r.sujう1'0note 31， ;t .6~; 

.h'a;，-C;amk 13anl() \l、~ Li];;-d}( ;{i( co. s，ltm nol(' 8~ ， ~d22 

二日誌57(円 :l~J)2反-'，) ~1()2J 



研市ノ

な判断l士、見借入の私/U目。)ヨ虫をiZE要するためにも重要であると与えられ1

また、賃借ヘがれ 昔;申ム貨↑p''，:ずゐこ~: :二、 udtにょっと公止されといる

け雪貸借関係改蓄に関する 19芯ヲ年 7円。[:の法法第刊日号第日条〕が、賃借人

がすンキコピ7ージコ C)'!ilUJ当事苫と共に/山吉るこ ζl立、転貸借に:正当たら

ないと解ミれているρJたがっと、賃借入力こIンキュ j ナーンユ胡係びJ形成は、

賃貸借体間約の解除l民間Jはならない 賃借人，."、コ Lキ tどト ン J 芥形成

し、その相手と 諸に生活することが認めら札口ゐゐ、

(4') 対医療機関

-，，- 113 
~'Q 

1 fHi4年7Tl2fiH のは討を掛川4-~}:ム公衆伴_jl十 it~j!-C) 中に、 Lj--， ;rò 祈i功同信 ll.j(.::

隠す一{)規定をi也、工)ゲ、可:許J'斗71、典前 L.2141 2 ;Y~第 1 沼は、~:一括和i引医療 r

l訟の刀 )';J)レク):す:;tえにとF りにし、という'~;~;主に Lしに'z..ゐ f めに捻され必ものであ

るとする。子のうえご、と同点補助!大俸を受ける二とがで主るカソブルについ1、

1カ ノしを形成する男女は、記きマいて、生柏ヰド能小伊あけ、船痢 J どいるか

又は少なく介、 三年以下の!t[1IIλL_ifTをしたJ三胞をJ是iH"9ることができなにれ!J

ならず、かつ、日移i戸λi土人!校培について事イif;ニ*♂してし iなければならな

i，' J とする l判長 ~~~i 3 J}i:.べつまり、 2 年:〉トの jt:-~'J 生JS という要件があるも

のの、コン守工ピナージェ関係にある)t:!~刀ツプルにもパ柄拘同医療へのアク

七λが認められて'，';;:'，

ノJで、独身長や ri!叩カジブルにl工、:'出情防医療{土問かれていな~¥ ~ -'し》

ラス il も、生殖補助医婚を支~'!ることが L ミる 3ミイ牛については'!Ii~ilをplわな

刀った しんがって、 '1荊補劫医療は、 1::位。〉カップルには閉ざされたままで

あるい

対国家2 

社会保権法上の効果

家il主給付一-一

この京城におい ι!手、精府ーパ吋クス阻 lンヰュ戸←} ジコは、ノじ全(こ1"1

fbid" :;.122-エ1
ぺ j、iF三位などの「じ然な沼産外での1'，，1，を f;'能}士写る効果のあゐすべての

技術Jを烹みにする」

ー ~.Û、 7:6.324)2862l.:.fi:< 



視されてしとコブフンス;こノ十み、 I人為ゐいl三位人グ):どもを実民的特:統的に

行、主:~~ -(いるヲへての|快人[よ、子とものための京校給付 ;r川、t山i() Il~， f;milialt's) 

を 'î(;' ることができる l?十会'f~-~降法典 ;:)L ， c ， 21 ギご. ~'~L .S13--1 ，~~) -(2ーも

が柏1']¥下であれ:I司~下であれ、 その T~ もを扶養 L ついる人が減給であれ:1;:;~b'

この千三!:;~ま t三千に支給される J さらに 2 人じのどもう lコば、家族 f

l:alloca1:Io:"iS :"allJ.ilia cs)が支払われる 11会保I'¥ii!一外第L.521--1条)， 日幼

児子世(土、妊坂1\11 官Fね k ザ~H/-i--: 11の翌月から九ヶ，!::i:7)罰火、官庁されるもので、以

Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

つfあれ、

4
J
 

人が上[!を k11 えな、ミ苫 J 与えら~ -;.J社公保障1去問第~ .531-1条;1，)，::のf也、

当歳以卜の了ども呑 1人以 r.1:2:宵寸る|任行いλ給される袖毘宗弘子三十、#Irよ了f

4LLのチ(})i.:"之w持に支給されるおヂキ手よ仁竿も 夫婦やノ {'Jクスヱjヒ事省と令く
同じ要件σlでJ州へされうる。また、家族給十.j-J)次JCぺ土、コ〆三子 Lビ「 シ l

も婚版こin1 祝され必ことから、 Uこれらの手当の付与ためにニ寺掘される収人は、

2ンキ J ピサ ンコ当事持双方のJ[;()、で品るとい)、とになるに、引 4う

に、チども仁間Lては、況の1M!雪上山地位ヰ同わず、、:<手仁手出い倒intがなさ

れている u

)j で、京枝支援一ーと当を ι完ける格和J をもっ父あるいは母が必~.:;;:するか、パァ

クスや ~lrj~，んするか、コンキ_'. :.fナーγ.J.'c'とと治する為台、 -， 0)紅、:，j-~主 f~'11され

る (社会iiL12罰法JlIJ託L..j~:j 条) ヲ正佼支jJ'j当は、 工ある1.-.(1-;写のLないゴニ

J 

中説手当{よ、中~!;~で子を初、起する全てのf:"今対象と?るもの C あるのに対し、

コンミェピナ一手工で;:話する主l土、 l単独で」特養じといるこいえないから

を扶:ftLていゐすぞを対象として主恰されるものだからである九中波宇当、、

ジュでy 併する人 i，~ :エ拒絶される{初公保障;~~I-l :;r'~ L .~，烈ツ条)。シ.::yユピブ

であるム

十 i 会 f~Jセ

ネ!会保険ぴJ被保没者と L婦のぷうに生活し fいる (vit川口 ical ('ηl('n:.) 1号、

泣ヴ実医的、全件、的、肝不先的に打、資されてい?昔ば、そ C) ことそ ~Iドするこ三

を条汗として、215:丸紅会保険の受給1主将の資格をもつことが忍めり}'-て vミる(紅

会保障民兵 L ， lGl-ll条~(} 1ヨいしたがって、 I/干コピフ ジュ[':1;手にあっ

たJfは、保議長オしうることに4る での場介、 i交総指Fに(王、峡病1足険 山トナ

以山ちの:Jl功給付 J 叫〉十字千':>>，認められる〔

¥ごノ

~1()4J 

じじ"rrl;i"c;.'ren，jol-13， いつ (1 バ時間 j)(山 31.，).'lG 

二日誌 57(円:l~3)2反日



研市ノ

2 税法上の効果

ュ~帯品芳首税に閉する一段在l税法典第88:)-- E条第 2J良ば、)::;;知のつンふ 1 

f ン工〉格問、パヅクスベご日 間す。。悩人課i見2される所持悦と(三反対(

~~吊冨硲視に関 L ご l土、コンキユピサ ノ'三j'jtj可は」bl司祝ねに従い、このf}i

(l)立;l!-，~、のために連帯守るにパッケスグ);み fT もそうであ Jったように、この飢万二

，~、 ゴンキム μ ナ ジ CL 当事ドに，~， :l'、を JJ える円 l刊のものというよりは、空件

のある夫婦が、連，~口同一向枇任免れζI めに コンが工ピナ シ Lに詑更すーも

いったことが起こらな vミようにすとため引ものであゐ、つまり、全E借'r;';裕校門

~l'よからは、パジクスある 1 、は婚姻にょっとつながっ、いるかにがかわら γ、

力〆ブルが一定義司以トの資丘や有 l てし込るという状況がjnJじでふるならば、共

同点税の対象となるのである"¥コンキ!ピ「 ジ l 当主者"への9;!庄は、

辺情'::;:\'裕従との判 ::l~ では、 lつごあるとされるじ

以ト ('1同;れ， 1〆た :-j./キ工ピプージコ存続'1'にLjえ句れるンムJげは讐l手、 :-j ./ 

守一ょドナー:;./.L，;l';再包の私生活や支援するものといえる…二T:/:C-，ムドァージム

で'-].:~丹していると乃珪出で持市を作否されんリ、十ゴ手 ω 同じ苔ミでJヰーらせなかっ

たり、妊娠でえなカ}ったり、 fどもを'{!:)し、して育てる LことがでPゃな ν、というの

は こ巳了i-:-ti-にとって化首問題じあけ しかも被らの努力だけ Cは限界がある間

出といてゐ f 祖のが'i1"ている) そのような附泌がパヒ"，る

場丙lついて、!同羽l立しl、(ぶってなさ九九Jム的'呆議:土、限会泊なもの;とゾ

まυ 仁はいるカヘ コンヰユピサ :-.-" _1_ ~*-{;-(，と }て王室IL!な仮設であると t、え

<;)u 

宜 コンキュピナージュ当事者聞の契約に由来する保護

Iで1南京 L丈ものは、 寸ーノキコピす ジコが半変 1，存イ:1"た &J る V\;:;;: 干下 ~ry';二

しといることを勺例や :Lii、が考庖!たことによる y思議方付、 Uあぺと J子、それと

コンキュピナ ジ工の当事者は、白らその抱↑;'r:;("!っ与にして関約千は号:Jに、

fdぶことがある日その-~.~利を;;t~Ill貯が有効 rレ「Eめゐことによペー仁、コ/- ;l;=- ピ

ブ ジ三を'f~~Bさするということも行われえいる。

般的契約

.ka;し剖H'k13anl()¥l 、~ Li];;-d}( ;{i内じo.s，ltm nol(" 8~ ， ~d63 

l.:.fi日J ー ~.Û、 7' C; .322)2860



般的契約とは、夜句者|世jYlカ，フル勾係を:wst:l，" "i'いるわけではな、、計約、

すなわち、特に当事巧的作賞に:e!OCのない契約じあると，.う忌"-;(こで、 l 於f内」

な契約のことをし 1う 具体刊を小げゐと、売w:喫約、相什契約、をf千契約な〈ー

がそれにとJJ:: {)こ rになる} 般的生~~4子J はすべての人(~~[jかれているとめ t 、

7 ./キコピザ ジコ当半白fll1で !J主的契約を締結したζLても その契約は、

ず>;-/ブル，~-~結びつく "1 な特刊を l古伝には射日 ，J;..;L/，νCt ミな i，' したが--:)"C、帰

奴やパ クスルいう子、カ d ブル関係のイJイ上に年，:;ttっし丈一持別協革[(~I:t出さ

ないこ三になる~のことを利同して、 Jンキ!ピブ ジ f当事J!?l玉、絞らの

役l円安*:Jを結措づることにより、 Jンキコピサ シ←了間係ヰ強|古在もの

にしようとすふ II'~ 

とはいえ、当夜契約のう出よ牲として、 l カ J プル関係の編成」が発，~:: (! ;{)二 ζ

は事実，，~，ある :1./ ヰュピサ v ジ ι 当事 iZEーの 段均史的には、そ乃提示J給結

i)) :::1 (:\.!~-) J早1"1において、カノブ)しの科'1"が民Wlt"れる 1へこのため、努!f!..-:~I) 

Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

問で

一校三宣言者という手段か的111して、一〉じりコンキム γテ ンム当事者町の一校内

11約の効力を否定fる〉いよ)二〉も考えムれる

このよろな、 J 〆ヰコピ~]-- ~--- ::-'三当事長 ιで椅結された 般的契約に刻すゐ
判倒的態度はどのようなものであるか、 :1:)':[~見ていく、ととサヰ"

(1) 組合契約

組合ち)i ;0~!:: i土、ボl訴を分配し、またはふ!約 IJ'Cunull!it>!の利誌を受けるこ l

を恒的として、復伎の(íが兵~ ?1:'.またはぞの勤むを共泊にすることを也、脅すご}契

約(氏以典治18:-;2条ノのことをLうん裂干J要件と Lては、 け十育成れの名F11

よる寄ラ、 " ) 号i止性向{岳干IJ意思j、jj;; ~n うたう)''1行、 1V !ペ十;寸意士、(i)'1 <ノ j~、

)jeめレ)才L三 フランスにおける組主にl之、守門市民R.1i組合、投41，品可組合、背

的品Jlj主:;m中11?など、そのじ的に」円 t徐々なものがある「

コンキーνナ ジュ当1¥;守問で、 i戸らのニーズにtTった組合梨約，ι号Jlび、

コン守ュピ斗 ンコ当事者|むIC) 般的計約;こっl-'Tfι続的に料介されTい

るものとし ζ Picl'l'C Ch刊行j]:c (dir.J. r.es wl1Imts cdn! f;仰UX，!)IFfnts eI ('1)九
ntbim.; ベ山町"'，8Jμridiq1ics CI Ii:uαUX， l..I1CC， 198/: 
♂ Du司}ιcパF;t-T:"ピ n{Y，~i;let COU;))εhul行川ιlTlヨgピ七tCl)!~tl 札t ， D01刀ini(1lH:'rt'lluuilld 

et l-'3scal cle V 2feilles-SoIll江成今回 (cli.d.L0. cunfractualisatiol1 品目白mi!le，瓦co
j¥OEli，'e-l.20し)1.p.82 
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研市ノ

Lヰュピづ」ジュ話泊、をi<fi11'clることについて;之、全く附品目とはされて、、なt1， 

ゴンィーピサージュ当中打開の組九~契約は、 ，n:(!ヲな組自契約の安 f斗を允五~ '~J-

る|現"右効ごある

ゴンキコピサ ノ L~ 官官によく怯同さ 1しるのは、イ<Eî!J Al叉事組合川町i >2' té

civilc .lf:l:1l0bilii¥，c、問、して日し引のようである 1品l当事芯が共fDlij-.lrriをJ3るた

めの{:E!:!::ふ芳人する1;;;えに右;-11で志むため Cある{

12 共有の約定

共高山約7E (CO!'.刊に了ioncLnd:y:sion) ，1::: :i， Ri主凡第冷73-1条X'，ぺこ規定さ

れ仁川るものし共有財歪lこ土汁るlit利行使に問し、共有者I'J士で結ばれる約

〉巳の :ζ かいうコン干ュピナ ンccolj耳当♂宍有の引にす:"fAぶことについて

し之、特に問題はない〉されてし '0

共有の的主主をさ皐{i'j引でi古λ ごお<~~ iよコて、 Jンキ t三サ ジ':1.当事

1Ri立、 刊にめるZjj辛を潜入する際、干のは!?辛をiililつの間での粍hに←jるここ

ができる その税淀 l立、 ~j;""であれ不訪足立であれ、共日 'J で;年入さ:1 '1 たすべての

則注に及九名人は、待自の資金調J主(.::.;7.じて、取地Lた則位(!);汗tj昔シなる

ことがでえる 1~ ~J 、

3 無償譲与

I11償設号よ l土、すヘて0)4社債処うfのここ安いう 簡潔に戸え 11、}，;f，院試寺 l上、

生きているずの問の坪情処分である諮っと、化亡を出f [E ~:-J一心 flc，m処告である

喧 ll';~'を包括ずる概念でめるといろ二とにな乙 c フラー/スにおける同 f与と l土、 þl;'Î

tj折が':lJLU二」かっ l取りれしえないものこして」、それや Jよ諾するとミ鳴f

;二土JI~ 怒号きで白二の財産ゃっえるけ務契約 \l"\:;法 Vl~ 抗 8D，1.$) のことやいう。

方、当日出ルl之、遺百に市、まれる 方刊で撒l司[しうる:tr.ft¥じっ処分1J:~;'} のニ k を

-'l" 、宝苫~;t ':~~ρ県石に対して、死亡を聞、 κ として、ぞれ則i'ff0)主部または

rm(I):;fj-有ほ等をワえたけ I~:'>~:l 縫 ~'l出 llê とい ο たそ(l)汁 1; のほ手 IJ を 1手伝すること

ができる a'~if、 ~r川 i()()二条幻、 :'i ヘ

ゴンキ I ピ 1~ .γyの 万当事官刀、ら他万三j予71への拝償技ワ(立、 方7)l.';11 

ゐ者ヴ£るi宇11'+からiむ};iウ追いf刊されることを防ぐなど、 r〆ニじュピフ ジコ

当雫Fには;H-i続格がないことへの対抗と〕〆、な戸わることが年いl

なお、ブラ〆スにお u 、ては、配偶昔問の贈与を祭止する主~~ (l\;: ;J;J::~.Wl(J90--1 

。.ka;し剖H"k13nnl()¥l 、~ Li];;-d}( ;{i内じo.s，ltm nol(" 8~ ， ~).!)S 

l~fì7; ー ~.Û、 7' C; .:Ø:)'!8:J宅



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

があるが、二れL土 7シキコ ゾーンJユには沼μJされない山、.-_.ンヰュピナー

ジュ当ヲ計問のぼワについ-c(よ、一段吋な日I~l) 守契約の規定によハこ沼津与れ

るこレになる付手が、時守主が既婚者である場ケは、コンキュピT ン L当事

者への見守が事~~L~だに「Fめハれるわ打どはな v 、 :Jt::l) :司ゼな、人税 )1、匝l吋μを

弘法で処分寸ることがで3ない 民法典~'~l ，122.tとj こ引だされ亡いるためであ

る。よって、既婚JTがこIンキ斗ピキージュ均係にある相手jJに泌ワしうるのは、

その終右則止に張られノJこJにな之

ゴンヰ I ピドジ r 当弔呂 ~;;li7)無償譲与は、すべてが有効とさ}".-:Sわ(，;マは

なし'"， lllv1jによハ之、!主|珂恐山TといつらのがEとすされ、いる J ./キュピすー

〆ユこいう下iむきな院1系のW:hV:.維持ー修復ふ日I拘こする却J:1'可決白、あるいは

その部則之してなされに，tf'f~t~t.ヲ(土、!研同;一台L!オエがない，~: ~-c河効よなる 1 ツ"

他五、 Jンキュピ? ンヱの解消によって年「る制詳の防慣や可'fii'!伎の惇手h

i));:"j:ぅjぐり牛:口弘二以降するためになちれたものは羽効ごあるとするので品る 1:!:e 

このよう J、コ/ギムドア ジょ当事恒例の加領議守刀、収JとされてしるJ'IHI1は、

~誌炉問議ヲが家族別出への平にな佼迭をな F おそれがあふとめ fある

だが、政段目は:/i号、示凶:型論を媛マ:1しつ〆つあるよ入である-， f;X段阪大法廷

2004年10 月 29 日判決12ilL 不長調係に PT71 て l的立さわた:ilC: í:台設~]-よ、 '-L 11ミb

aγる原l吋をも <'jものと Lて)l効になること rよないこ刊U/f;l七。これは、不民
関係のコンキコピナ ンゴ当ナ!??問のtw併話うの企効性を認め/九位投院第 1[('

を，ffi" [，ナものである。ここではもはや、

関係の芯成、維持、惨視のための?耳慣~]走りであるかどうかの[淀川は与れていな

い。コシキュピ? ン工関係に l際LてJ ~，償訣守がなえれたというだけで i

分なのであζlペ

宇部i90Sイ;j:3 I I刊

~'J P川 rcC山 dcvuJc ({~iム)， 8utra n()~e 117， p.26 

1 仁ι川市 【円， 14川 ;im'1940， D.iT. l~)il い i 7，j 
3ソ Cz，SS， C'Iv. }ii no可2Elbre106~). 1:3，;11. ci¥-. 1.11"，1削;)/I08 じ3SS.civ. 16 octbre 

19G7 1じP.19Gi {d. G_ 11. 1!j287 

Cass. aメs.plο 円 29OCcbrL' 2():)4， 1). 2(久14.J;_:r. n.3L 入1l0::C1). ¥. :g:-;C<lU 

仁礼日 lH' t:l¥'. ::; [hricr iω8， ].c.P. i 悦}~人 ll ， 10083，じ(!lc:n.¥f J討JJalld G 

1.U1芯引 U :.U二P.1000. T. 1:'12 chrul1. L. 1.1:'百行η守 l了 D. 1000. S67. 110ム1:'J. P 

L3山主己de-O'Su只Iにue

2:;仁r日↓ γヒ(:iv..20 j:mvil'f :200!J. D. 200S. 11< pA~'泡

)6只1円
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研市ノ

(4) 有慣契約

，ι 
d 

ンヰユピ7ージュ当事J片{よ、彼らの択で、有償契約ふ手前11することが、主

)i i.J ~'tコ )j( 貸付を L!，: i!、'I2)jがn:G:~ましJ1vfl約の保副ヘ、なるこ ιレもで

きるし、あゐ tþj 陀を 1~b-Fj ;，~ :)'1:: るこルも可能で、労斜Jウ/dif~ に上って?也与を濯「打よ

るこ三もでえる l町二

だが、有問契約の場 fTl土、契約，t_~:f十 L ある江主凶の ttj":t、刊が問砲となる T寸日i~':'!:

が而くなみ TユJf-J話係が持の7片側 YL 亡、有制男約7~弘前工れふこだアfあ /Jf め

Cあ-'bc 特に JノJ1:品提Jちは、原悩の合法nカr，¥j.isとなゐ可住引がある
Jンヰ ~j' ナージょ当事者間の有作者受*:j としては、委任実ザJ が右月ずあるよ

うである， j，十(、 -jJが病主しになった場介などの財立宣告の告理なとについて、

tl'J にまねるこしができ{)かムである、

以上のほかにも、ヨ人以上の長刀、、 U分、たιが3it1'J.L !'::Hn~!. を、最終的:こ，-，;
c¥ if¥i;ッた方に九;JrA ~'5.せることを定める 1" /チ/条岐 fυ1山↓ Lノ 7など、コ J キ 1

¥-，''j-"ージム当事者I'fljIfjえれて1，'る 殴均契約は数多く存会， Iている

2 コンキユピナージュ契車守

ー般的契約を利!??寸ると lミうごとlムコンキ:J.:<サージコ当'fr.-:r;'~，と) -("、

|担淳があ足 υカップレI~lJ て締結す 足こ tが念日貨に置かれて， 'ない一般日七契約は、

財川均関係I~位、 L かも特立ての行的に沿コ t~ 認係;J!1十一しか「きなし、か与である 1山η

ケこで、 lシヰユ乙斗 ジユであることに特有のもう合、し包料約な契約仁、カァ

f)l 間で締結寸ることゆ念民に ~:0 た、「ンキ J ピナージュ茨*~ (COnt -y'~ll d出

COllcubi川氏、心 というものや認めどはとドうかと v ベ与え jJ刀サうるJ2~' -{:-1__て、実

際、公以人をj> γit，'，れ片手非泌ブ'J-:;フルの fd約を ~2.i1) 、 U、ふアメ，;力、カ j

ダ、ァソンターにならっ1、ブソンス(i')<;:，{Z:人Jよ円、話みら，1亡し、るすじ「

行仁川u:ii:¥'T'r¥'n:iけI.D¥'I:-;('l;.¥'l 澗 t川 nけk:n， 'l.44 
~7 Jean F~- 2. n c: ois ょ aτ ム，nans ， L七sortde j'iIT'.ene:_，ble acquis eれ cc.:.n.c.lLllld，1lls le 

C 乱ρ~r d'UllC u~lÌ on librc. PI、[i，;I'ai;r C~ R， Dc V21kcncc~- (dir.)， SUjiYfi !WlC 8~) ， 

".181 

'~" Domi:liquc Fcn~l1lょJl cL ， Couplc 110刊 :llariagcCL C(!H~J ど _<.:uj!Yu tlOl¥ さリ85

:!J X出]ゼrLabb臼 μe叩 l'jicrtsjund川ursdans Ie couj;ll' srmt-ils !日ItmctHeis.'i，

l:lD6， p.1主3et s 

i:) ka;仁川lHJI1，;icr.L'i (amil，;， ['，;)り-(1nl，l" I{)叫冷却];1'11nolcむド/08

l~fì9; ー ~.Û、 7:6.3lS)28:J fì



Yラシス:ニゴラける，jj!.暗カソ口の :1:(10保J支(1) 

!吏陪、::r〆二千ユ l-~' 寸」ジュ:.!..:宇古 IDlo コンキコヒサ J コ計約は、，1":山が混

ん、さ、いるようでJちる つンヰュピヲージュm干i)!主においては、つン宅ユ

ピナージ乙提約の鋭型も糾介されており~__: 1、コンヰ~ピJ- > .'C 契約土賢明
な紛争予防取引あωrして、精杭をf.しめωものもある IV

しかL、.7~キコピブ ジコ契約につい C!;!:、それが~f~1! であるかとうかは

〉ヒカとはない子Aかん位、コ J 斗ムピ子ーンユ当11--r;-:刊の rンそニピァ シ斗

現約のぜJ力ヰ認めるにあナって、11.1の日つの問題占があと(:tFirlみされている
ゴン-19ピすーンヌ契約にぷいて財向的効思に|帯して tfして ci"':'iiiできるとす

ると燐姻と J1i自立 jるのじはな ν かと ν う同窓口 '1、 ! :..--キュピサージサ契約

において人的義樗会設疋ずZJ:とができると司ると約州と机触するのではない

か2し1う問題 lはりであ心。

(1) 財産約規定

~/キ ピサージニ契約は、贈守、売白、牛;日費 EHfに悶する f71まといった

軒々の契約が、 1コの訂正出にまとめられているだけのものとみ、析でさる

手4 合>2~(土、 その叶イJーのノJ 対1;，:1.によ J て救がされう-~ハこの上うなぞ約が、その

示日lJiニ Jっし、 lq1去むあることは、も~~-'ヤ疑¥，"V)ないとニつにあ6 土包ョ主 1〆キユ

ピナージJ が婚地予告係と!jjイj:cjると 3でさ長、イ¥u。てタ〉るとされと νるん計約

， .上る院t主的根J守1よ、 -ft史民院によ勺て、もはや良浴に反するものではないとの

判断がなされてし 1ゐのである 1訓

しんし、各守震を 前二と l_-.-( 1コの認すJ書lまとめてし、るの、が、主婦則定Zt

約と類似 Lており、述i1、ビあると計百TI主れる可能件がある υ 治則Jよβj家。〉刻(l.Lj 

事Z止とあるにもかかわらず、コン司ヱどテージュ当事主主))'、強制);iもつ必1$1

淫を元仁川に司1j ~1 している上うい見えふルいろのであるコヘま作、主主制をσ〉

デベてlFe.'1，ている I ンキコどす」ジコミ~~おが、配偶 6のために刻だされた

財長会内地hLに日光;引に従'v' V)るのかどっかと v'う珂論的問題があるとの指摘も

51 J七 a~ Cムaude1:lardcllム ετLムli2.11eRicco. supm notε85. l='.S7 

iコじ21'(l ~1凹 Fr<'.'n:Î :'!l.Bclscl、 Cl 幻ψ([1 WJlc 31， ，).!:;O 
3"j Jl'山じっr]-;t:n円 iL'r.α 何mitle，t'cnfa叫，le cω/)1c， SHかm ~:otl' 8~). pι08 

ネj C;'1:-;s. 1ρci ¥ .. 3 [仁、ricr19災); Ph:lifl~K' SiJヨlι了.L(く仁山IllCcla~xi:ll( I:Ie:1ノ dcs

cüncuhill~' ，、;c 斗 uli n i:' f{ μbellin-De 'i ~chi ((:ir，)， f)日 coηC付bina![l's.Lit町釘00;2

p.76-ii 

ka;仁川1，川l山 L，'， f"amiliん['l'nf'1I1/， ie ，山"九四imif)tSb!l}/凶

二日誌57(0';111) 22三日 )円。1
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されている Iji マιキコ l'斗 ンコ斗与者カ包括的に剃乏についてのよ!ji:決

めをすることは、自了間(íの?そ栴の事m~ とあるとぎぇ h れるがら Cある

人的規定

ゴンキコピ斗 〆「当事担問のさ主帽にょっと、点投義務平IcJFc:義3刀、

をt2，'lJJするLJ寄こ 1、二人的効果を '1じさせるよろな条項を汁ンキコピサー

ュ契約中に青いた場台、その昇、砲の効);、あるいはコンキュ νナ ゾュ契約

主体の効力ti認められノJナろっか 則定主」ぺJ規定についどば、従来からコンJ(-.:-I_

ピイ /当事者 Ä~ (1) ----..~;\主的契約の市結 Jj 認められて c ，令ことから、相々の合

玄と Lこは効力があることはi明らかじあるc しかし、 人的ホj17むこっ ν(~:;: ，そ

Ti-も

(2) 

の効力が145められるかどうかは、議誌の多Lところである

へとな規定のがIr1Jを白定 tゐものと LCは ! ~徐ゃ良俗;こ l人 L なし J更りで、人

的句史;を引った条項をおくこと(;!.TiJ能 Cあるとい今考え/らがあ£ユ7 ξれに

よるこ、両者とも習~-!.\寸1';--(ぁ t】 l工、貞~"，~~'λ才丹生 μ生 i. T 之と刀'\.~' ，'¥る) 〆 ~'L な

がム、このきえ Jj(_~お~ ，て忠、院1~&i消 (J)U :tT .;.土佐保されなけれ ~Jならないと

考えられており、見係前ι1')じna ~討を -íI11]Æ:0.()ω 土うなす:ぷfi 、 f市相IrC-ある〉し， ' 

ことになる。

し刀、しも多く J止、人';守協定~，効ノ];.二ついにはfょにl内でめる Ui-i人nむよ足立の
戎jjゃれノ乙するf:'rt:;:;と v ては、人的地け η不可也)j'主の!F別であるとか、必'!Jq

7ζ 時司ゴコ尊iliJ:いう考えhがあJLことがさ告げら1しごい .0l:.\~ への ilill'.の小

川処分t;の:5(tIJとl土、民法，11.[[;(51: 78条によって規定されているもので、人格的

ないlむの約定を禁 lこするものであるん汁〆キコピブーージ二契約中の人自ン:J!ノじは、

人格的な台市フfで佃人的自LlJ1~ 幸いうす。ものであ t人民法 1'" 治 1128史的趣主主:反

する)'¥"，うのであぬ まれ、給制TdJトイドへの直長侵J戸与が問題kなる「あんう

ことも川摘されている。 Lた/子って、この1'0号の洲Ji;は、す法によってのみ

非嫡 j] ツ fルの ]J，:;， fù:(.こ人的表長~!Jnxうると:張 Ir 、いる

5" Pl~ilippe Sur.lεr. SH!，r，r nore 1.:34， p.í(-)~ 77 
kar~-仁 :audc Banlou~ c'-Ulianc ~kじ0 ， '>if{!rμnotcお.1) .8，~ ~8~) 

3'， Jl山 1-¥:1r¥-b:';SOI1. ;.CS r:lpporb山"日'"円附刊)n1ll'1lρλu :，('1n C:C 1 è: l1 io~: :i])rc 

Fい i¥ Fょ只ιcL R. Dc 九(1J.l、Uh't'r¥di ¥， suj)r~l よいlc:8::; 日i{)1 ;JcF 日λu:;cr~'l 

D札川会1 ヒ r~è;et ¥-Yeill引 φ su初α門 ote8ラ;)，18門 c: rolinl:' F'r2Fliot-Ddぉ(:hと s市 tγd
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プランスにおける#婚ブjツブルの法的保説(1)

コンキュピナ」ジュ契約については、このように浬品白」な問題が多く、その

有効間については明らかではない{今後の裁判例の判断が注Hされる{

第2節小括

コンキュピナ」ジュの保護技術としては、コンキュピナ」ジュという事実が

あることによる保護と、コンヰユピナージュ当事~.I品lの契約に巾4ょする保高と

があり、両者間 C'~.土保識の意味什いがi主っといる A

コンキュピナージュという事実があることによる保忍は、コンキュピナー

ジュ悶係そのものを保識する側値のあるものとし亡保識するのむはなく、コン

ヰユピナージュという事実の存存によって、当事首に '&i~~It引が生じるために、

その者を保議宮るというものであるレコンキ 1 ピナ)ジュj写了後の保識につい

ては、 -h当事省によって扶養されていた他h当事者を、困窮から保J[ずるl1s
旨のものといえるι 他方、コンキコピナーンコ存続'1'のf棋譜につい亡は、第三

省が当該コンヰュピナージェ関係を尊重しないことによって生じる不利益か

ら、当事者を保識する趣旨のものといえる己つまり、コンキュピナージ 1当事

省が第 .1';.に私![j首に介入されたり、白らの選択によってコ〆キュピナージュ

で生活することが困難になるような状況に迫い込まれることをもヮて、要保譲

↑止があるとされ、コンキュピナージェ存続中の保護がなされるのであるわ

一方で、コンキュピナージュ当TトTI聞の契約に市来する保若は、中に、よ当事

省WJの令意が存有てするからそれを布重するというものである{コシキュピナー

ジコ関係にあるというナト夫は、 1正本的には考!害されないサただ、契約!原図的合

法性の存杵が必j~であり、婚立同法の規定や人の地位の不可処分性の原国1I と緊張

関係にあるじ

フランスにおけるコンキュピナ」ジュ保諜技術は、 般法の活用および守法

により、当市J片に安保護件が生じる!"休(円状川において必裂な範囲で安保走者

を保護する h、コンキュピナージユ関係の形成・維持・解消について、個人

の1'1111をできるだけ保障しようとよるものであると総括できる}

第 1章総括

パァクスとコンキュピナージュという 2 つのrt術は、|司じm'任カァプル保~~

技術とはいえ、様々な相違己主があるレパソクスはU、凶Jな関係であるのに対し、
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研光ノ 1 

コンキュピナ ジュはあくまでも事実 1"0)結介とされているコパソクスは 体

的制度的保護であるのに対 L、コンヰユピ7ージュは問題ごとの何日リ([9な保護

であるコ当事者の自由は、コンキュピナージュにはjムく認められているが、パソ

クスには一定の制約がある}その代わり、パックスはコンキュピサ ジュより

も税制固など 定の場面で優遇されており、当事者保設がl早い。

おで、当乎1'i.1削のて千どもに関しては、パ yクス当事nもコンヰュピナージュ
当事者も同じ規律に版する。パ yクスもコンキ 1 ピナージュも、「婚姻」と対

置される「手|焔」カ yプル関係であるバ

では、なぜ、パックスとコンキコピナーン←?という 2つの非精力ッブルf棋譜

伐術が存在しているのだろうか。 2つのtt術がある恩義は何か 3 それぞれとの

ような理論によっ亡このような保識がなされているのか。両者聞はどのような

関係に立っか。そして、両者は、給制との関係では、どのような位置づけとな

るであろうか これらについては、章を改めて、検討することとする。
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